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清
代
の
琉
球
漂
流
民
送
還
種
制
に
つ
い
て

|
|
乾
隆
二
十
五
年
の
山
陽
西
表
船
の
漂
着
事
例
を
中
心
に
ー
ー
ー赤

嶺

守

t土

じ

め

清
代
に
お
け
る
琉
球
船
隻
の
中
園
沿
岸
へ
の
漂
着
に
閲
し
て
は
、
進
貢
船

・
接
貢
船
(
進
貢
使
節
の
迎
接
船
)
・
護
迭
船
(
中
園
人
漂
流
民
の
迭
還

船
)
そ
し
て

一
般
船
隻
等
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
漂
着
事
例
の
中
で

一
般
船
隻
の
漂
流
に
つ
い
て
、
特

に
乾
隆
期
の
漂
流
民
迭
還
鎧
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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清
代
の

一
般
船
隻
の
中
園
へ
の
漂
着
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
順
治
年
開
か
ら
同
治
年
聞
に
か
け
て
『
清
貫
録
』

案
&ョ

『
歴
代
賓

(
1
)
 

『中
山
世
譜
』
等
の
漂
流
記
載
に
よ
り
三
二
四
件
の
漂
着
(
乗
船
者
数
合
計
五
四
七
O
人
、
死
亡
者
数
合
計
六
六
O
人
〉
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

光
緒
年
聞
の

一
般
船
隻
の
漂
流
に
つ
い
て
は
、

『
歴
代
賓
案
』

『中
山
世
譜
』
で
は
知
り
得
な
い
が

『
徳
宗
貫
録
』
や
沿
岸
各
省
の
綿
督

・

巡
撫
が
漂
流
民
の
撫
岨

・
遺
還
に
つ
い
て
報
告
し
た
奏
摺
や
題
本
と
い
っ
た
「
槍
案
」

類
で
光
緒
二
十
四

(
一
八
九
八
)
年
ま
で
の
漂
着
事
例

を
大
方
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
数
を
併
せ
る
と
漂
着
件
数
は
さ
ら
に
培
え
、
清
代
に
か
な
り
の
漂
着
船
が
中
園
沿
岸
に
漂
着
し
た
こ

(

2

)

 

と
が
わ
か
る
。
琉
球
漂
流
民
の
漂
着
件
数
は
漸
江
省

・
一
隅
建
省
(
蓋
期
間
府
を
含
む
)
の
二
省
が
最
も
多
く
江
蘇
省
・

山
東
省

・
贋
東
省
と
績
き
、

漂
着
は
ほ
ぼ
中
園
、
沿
岸
各
省
に
及
ん
で
い
る
。

近
世
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漂
流
民
迭
還
桂
制
に
つ

い
て
、
荒
野
泰
典
氏
は

「近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
い

て
漂
流
民
の
迭
還
が
睦
制
的
に
成
立



つ
ぎ
の
二
黙
が
必
要
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
各
園
の
海
禁
政
策
に
よ
る
封
外
関
係
の
園
家
的
濁
占
の
成
立
、
第
二
に
、
漂
流

民
選
還
の
ル
l
ト
と
な
る
何
ら
か
の
園
際
関
係
の
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
篠
件
を
満
た
し
て
、
東
ア
ジ
ア
全
盟
に
漂
流
民
迭
還
鐙
制

が
確
立
す
る
の
は
、
一
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
一
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
は
、
一
六

J
一
七
世
紀
の
動
範
を
経
て
、
各
園
が
海

禁
政
策
を
と
り
な
が
ら
相
互
に
恒
常
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
劃
的
な
安
定
期
に
入
っ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
時
期
に
定
着
し

(

3

)

 

一
八
世
紀
に
東
ア
ジ
ア
全
瞳
の
漂
流
民
迭
還
瞳
制
の
確
立
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

す
る
た
め
に
は
、

た
関
係
は
近
代
直
前
ま
で
維
持
さ
れ
る
」
と
述
べ
、

中
園
に
お
け
る
琉
球
漂
流
民
の
迭
還
に
関
し
て
は
、
そ
の
鐙
制
的
確
立
を
よ
り
早
い
時
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
琉
球
は
明
の
洪
武

五

(
一
三
七
二
)
年
に
、
太
粗
洪
武
帝
の
招
誌
を
受
け
、
中
山
王
察
度
が
弟
の
泰
期
を
進
貢
使
節
と
し
て
涯
遣
し
入
貢
し
て
以
来
、
中
園
と
の
聞
に

進
貢
関
係
が
成
立
し
て
お
り
、
寓
暦
二
十
二
(
一
五
九
四
)
年
に
「
新
江
省
温
州
府
」
に
漂
着
し
た
漂
流
民
主
帽
建
巡
撫
が
湾
州
入
院
園
を
涯
遣

(

4

)

 

し
て
護
迭
開
園
さ
せ
、
泰
昌
元
(
一
六
二

O
)
年
に
は
「
贋
東
省
環
雷
武
州
界
虚
」
に
漂
着
し
た
漂
流
民
三
十
三
人
を
進
貢
船
で
附
搭
開
園
さ
せ

(
5〉

る
と
い
っ
た
事
例
を
『
歴
代
賓
案
』
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
準
貢
使
節
の
起
居
お
よ
び
附
搭
貨
物
に
よ
る
準
貢
貿
易
の
援
貼
と
し
て
機

能
し
て
い
た
一
隅
州
琉
球
舘
(
柔
遠
藤
)
の
あ
っ
た
一
隅
州
か
ら
の
迭
還
ル
l
ト
は
明
代
に
既
に
確
立
し
て
お
り
、
ま
た
崇
踊
六
(
一
六
一
二
一
ニ
〉
年
の

一
繭
建
省
一
噛
清
鯨
海
壇
地
方
に
漂
着
し
た
漂
流
民
に
劃
し
て
、
一
幅
州
に
解
迭
さ
れ
て
き
た
日
か
ら
毎
日
、
全
員
に
米
一
升
五
合
・
競
菜
銀
五
萱
・

野
園
の
日
ま
で
一
幅
州
琉
球
館
に
安
挿
(
安
頓
)
す
る
と
い
っ
た
措
置
が
と
ら
れ
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柴
薪
銀
一
一
輩
を
支
給
し

(
6〉

て
い
る
。

さ
ら
に
衣
被
銀
二
銭
が
輿
え
ら
れ
、

こ
の
よ
う
に
琉
球
漂
流
民
に
劃
す
る
撫
値
・
迭
、
旦
速
に
つ
い
て
は
明
代
に
既
に
成
例
化
さ
れ
て
い
た
。

は
、
乾
隆
期
の
『
戸
部
則
例
』
で
停
泊
の
日
に
毎
日
口
糧
米
一
升
、
瞳
菜
銀
六
輩
、
開
園
に
際
し
て
一
ヶ
月
の
行
糧
、
さ
ら
に
加
賞
と
し
て
布

(

7

)

 

四
疋
、
綿
花
四
斤
、
茶
葉
一
斤
、
灰
麺
一
斤
、
生
畑
一
斤
、
毎
回

O
名
に
猪
二
口
、
羊
二
牽
、
酒
ニ
埋
と
規
定
さ
れ
、
沿
岸
各
地
に
漂
着
し
た

漂
流
民
は
一
部
の
特
殊
事
例
を
除
い
て
、
原
船
が
損
壊
せ
ず
自
力
回
航
が
可
能
な
場
合
で
も
漂
流
者
は
全
て
一
幅
州
に
護
迭
さ
れ
迭
還
さ
れ
て
い

る
。
清
代
の
琉
球
漂
流
民
の
送
還
瞳
制
は
、
基
本
的
に
明
代
の
迭
還
シ
ス
テ
ム
を
縫
承
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

清
代
の
一
幅
州
に
お
け
る
撫
値

503 

清
代
初
期
、
漂
流
民
に
劃
す
る
撫
値
銀
雨
の
支
出
に
闘
し
て
は
安
定
し
た
財
源
の
確
保
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
康
隈
五
十
九
(
一
七
二

O
)
年
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に
蓋
湾
に
漂
着
し
た
永
良
部
一
商
一
人
仲
治
等
の
盟
菜
銀
の
撫
怖
銀
雨
を
「
地
丁
銀
」

(
8
)
 

加
賞
を
「
俸
工
」

の
項
目
か
ら
支
給
し
、
薙
正
四

(

9

)

 

(
一
七
二
六
)
年

の
漂
流
民
卒
得
等
の
迭
還
に
関
わ
る
漂
流
船
の
修
復
費
用
を
薙
正
二
年
以
前
の
「
醤
欠
耗
茨
」
に
求
め
て
い
る
。
乾
隆
二
年

同
年
八
月
に
新
垣
等
十
人
(
容
波
府
象
山
鯨
〉
と
緩
け
て
二
隻
の
漂
流
船
が
漂

か
ら、

六
月
に
順
天
西
表
首
里
大
屋
子
等
三
十
六
人
(
寧
波
府
定
海
豚
)
、

着
し
た
新
江
省
で
は
、
そ
の
撫
岨
へ
の
封
麿
策
と
し
て
布
政
使
の
張
若
震
が
九
月
二
十
六
日
附
け
で
、
以
後
各
省
に
お
け
る
撫
値
銀
雨
に
闘
し

(

叩

)

て
「
存
公
銀
」
項
白
か
ら
の
「
動
用
(
支
出
)
」

の
許
可
(
成
例
化
)
を
請
う
上
奏
を
お
こ
な
い
、
そ
の
上
奏
に
射
し
閏
九
月
十
五
日
に
以
下
の

上
識
が
下
さ
れ
て
い
る。

朕
思
う
に
、
沿
海
地
方
、
常
に
外
園
船
隻
の
風
に
遭
ひ
瓢
ひ
て
境
内
に
至
る
者
あ
り
、
股
、
抱
興
す
る
を
懐
と
魚
し
、
内
外
並
え
て
岐
視

す
る
無
し
。
外
邦
の
民
人
既
に
中
華
に
到
る
に
、
量
一
夫
を
し
て
所
を
失
は
し
む
る
可
け
ん
や
。
嗣
後
、
如
し
此
の
似
き
漂
泊
の
船
有
ら

ば
、
一
該
督
撫
に
著
し
て
有
司
を
率
し
、
加
一
意
撫
倒
し
、
存
公
の
銀
雨
を
動
用
し
、
衣
根
を
賞
給
し
、
舟
揖
を
修
理
し
、
並
び
に
貨
物
を
終

(

日

〉

て
査
還
し
、
本
園
に
蹄
還
せ
し
め
、
以
て
肢
が
遠
人
を
懐
柔
す
る
の
至
意
を
示
す
ベ
し
、
此
を
持
て
著
し
て
永
く
例
と
震
さ
し
め
よ
。

こ
の
上
識
は
沿
岸
各
省
の
督
撫
に
通
達
さ
れ
、
以
後
漂
流
民
の
撫
佃
に
閲
し
て
は

「
存
公
銀
」
の
支
出
が
認
め
ら
れ
支
出
財
源
が
確
保
さ
れ

る
中
で
、
迭
還
シ
ス
テ
ム
の
盟
系
的
な
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

- 86ー

さ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
乾
隆
二
十
五
年
の
山
陽
西
表
船
の
漂
着
事
例
は
時
期
的
に
は
迭
還
シ
ス
テ
ム
整
備
化
の
、過
渡
期
で
は
あ
る
が
、

山
陽
西
表
船
の
漂
着
に
関
し
て
は
、
漂
流
か
ら
開
園
に
至
る
ま
で
の
撫
値
・
迭
還
過
程
を
知
り
う
る
題
本
・
奏
摺
・
容
文
・
詳
文
・
呈
文
・
一
果

文
と
い
っ
た
行
政
文
書
が
比
較
的
多
く
残
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
以
下
そ
う
し
た
文
書
を
通
し
て
、

清
代
乾
隆
期
を
中
心
に
漂
流
民
迭
還
制
度

を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。



乾
隆
二
十
五
年
の
山
陽
西
表
船
の
漂
着
事
例
に
つ
い
て

1 

琉
球
漂
流
民
に
闘
す
る
時
代
的
背
景

漂
流
民
は
槍
案
の
な
か
で
は
「
遭
風
難
番
」

「
遭
風
難
夷
」

「
遭
風
難
人
」

「
遭
風
番
人
」

「
遭
風
洋
人
」
と
し
て
出
て
く
る
が
、
清
代
に

お
け
る
琉
球
漂
流
民
の
漂
着
に
闘
し
て
は
若
干
複
雑
な
事
情
が
あ
っ
た
。

一
六

O
九
年
の
薩
摩
の
琉
球
侵
攻
以
降
、
琉
球
は
幕
藩
鐙
制
園
家
の
中
に
編
成
さ
れ
た
異
園
(
薩
摩
の
附
蔚
圏
)
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
琉
球
を
支
配
下
に
お
い
た
島
津
氏
は
、
清
朝
に
劃
す
る
附
庸
園
支
配
の
貫
態
を
か
く
す
隠
蔽
政
策
を
準
め
る
中
で
、
琉
球

の
準
貢
貿
易
を
介
し
て
必
要
と
す
る
唐
物
を
え
て
い
た
。
『
薩
州
船
清
園
漂
流
談
』
(
一
七
四
一

J
四
二
〈
寛
保
一

J
二
〉
)
に
よ
る
と
、
寛
保
元
年

周
知
の
通
り
、

七
月
、
麗
摩
廻
船
が
琉
球
で
の
貢
租
取
立
て
の
途
次
、
久
米
島
沖
で
遭
難
し
、
漂
民
二
十
人
が
途
中
「
端
船
」
に
乗
り
移
り
漸
江
省
舟
山
列
島

の
漁
山
に
漂
着
し
て
い
る
。
薩
摩
廻
船
は
船
頭
が
病
死
し
、
水
主
二
人
が
患
っ
た
た
め
、
琉
球
で
水
主
の
金
城
と
呉
屋
を
雇
い
入
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
漂
着
後
「
右
の
島
、
唐
園
の
内
と
存
じ
候
に
付
き
、
琉
球
に
て
雇
ひ
侯
水
主
雨
人
、
庖
丁
に
て
髪
を
切
り
、
日
本
人
の
瞳
に
仕
り
、

名
も
(
金
城
を
)
金
右
衛
門
、
ハ
臭
屋
を
)
五
右
衛
門
と
改
め
、
唐
園
に
て
は
右
の
名
を
申
し
候
」
と
琉
球
人
水
主
の
月
代
を
剃
り
、
名
前
を

(

ロ

)

日
本
名
に
改
め
日
本
人
風
に
仕
立
て
い
る
。
ま
た
「
琉
球
よ
り
荷
物
積
み
来
る
船
の
由
は
、
唐
園
に
て
は
申
さ
ず
候
」
と
、
琉
球
支
配
の
事
責

- 87ー

を
ひ
た
隠
し
に
す
る
隠
蔽
策
に
徹
し
て
い
る
。
こ
の
琉
球
人
水
主
二
人
は
日
本
人
漂
流
民
と
し
て
、
翌
年
五
月
に
乍
浦
よ
り
長
崎
に
揖
開
港
し
て

い
る
。
こ
の
憶
蔽
策
に
闘
し
て
同
『
漂
流
談
』
で
は
さ
ら
に
「
薩
摩
よ
り
琉
球
へ
渡
船
人
数
不
足
候
へ
ば
、
い
っ
と
て
も
琉
球
人
雇
ひ
乗
せ
侯

義
、
毎
度
御
座
候
、
高
一
唐
園
へ
漂
着
仕
り
侯
節
、
日
本
船
ぇ
乗
組
み
候
義
、
琉
球
園
に
て
法
度
に
て
御
座
候
、
琉
球
人
雇
ひ
乗
せ
侯
節
は
、

若
し
唐
園
へ
漂
着
侯
は

x
、
日
本
人
の
瞳
に
仕
る
筈
に
、
煮
て
書
付
を
、
琉
球
の
役
所
へ
差
出
し
置
き
申
し
候
、
勿
論
藍
摩
に
で
も
、
右
の
逼

(

刊

日

)

り
申
し
付
け
御
座
候
」
と
記
述
し
て
い
る
。
乾
隆
二
十
二
年
、
中
園
が
再
び
海
禁
政
策
に
踏
み
切
る
と
、
こ
う
し
た
隠
蔽
政
策
は
さ
ら
に
強
化
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さ
れ
て
い
る
。

(
乾
隆
十
八
年

γ
第
二
部
(
乾
隆
二
十
四
年
)

「冠
船
渡
来
に
付
締
方
書
渡
侯
質
」

(
乾
隆
二
十
一
年
〉

「放
行
心
得
之
保
々
」
第
一
部

「
唐
漂
着
船
心
得
」

(
乾
隆
二
十
七
年
)

ま
た
、
薩
摩
の
附
庸
園
支
配
が
進
貢
鎧
制
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
を
恐
れ
た
王
府
側
も
十
八
世
紀
後
牛
、

「
御
領
園
之
船
唐
漂
着
之
儀
ニ
付
取
締
方
」
(
乾
隆
五
十
年
〉
と
い
っ
た
薩
摩
と
の
関
係
を
こ
と
ご
と
く
否
定
す
る
よ
う
指
示
し
た
令
達
や
心
得

(

M

)

 

を
出
し
て
い
る
。
「
放
行
心
得
之
燦
々
」
に
は
「
唐
江
漂
着
之
時
晴
様
(
鮮
明
〉
之
燦
々
」
の
十
二
項
目
が
記
さ
れ
、
そ
の
中
で
書
紋
や
帳
簿
類

(

日

)

な
ど
中
園
側
に
見
ら
れ
る
と
都
合
の
悪
い
も
の
は
早
々
に
焼
き
捨
て
る
な
ど
、
入
念
に
慮
理
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
唐
漂
着
船
心

で
は
乾
隆
二
十
六
年
に
江
蘇
省
賓
山
牒
に
漂
着
し
た
照
屋
等
二
十
一
人
の
随
帯
帳
簿
・
大
和
(
日
本
)
書
籍
・
呪

文
・
書
信
等
が
一
幅
州
で
一
時
取
り
上
げ
ら
れ
、
書
籍
類
が
照
抄
さ
れ
江
蘇
巡
撫
に
杏
迭
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

得
(
乾
隆
二
十
七
年
壬
午
)
」

以
後
中
園

「
官
人
」

「
通
手

形
」
や
「
諸
書
付
」
の
類
の
日
本
年
蹴
や
御
園
衆
(
薩
摩
藩
土
〉
の
人
名
を
見
ら
れ
る
と
、
こ
と
難
題
に
及
び
か
ね
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
年
競

(

日

)

や
人
名
は
全
て
偲
名
に
改
め
る
よ
う
、
そ
し
て
大
和
書
籍
や
案
書
の
類
は
漂
着
後
、
速
や
か
に
焼
き
捨
て
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

琉

球

船

隻

は

航

行

の

際

に

「

船

主

」

「

積

荷

種

類

・

数

量

」

「
渡
航
目
的
」
が
記
載
さ
れ
て
い
た
津
口
手
形
の
携
帯
を

義
務
づ
け
ら
れ
、
中
園
沿
岸
に
漂
着
し
た
漂
流
船
隻
も
津
口
手
形
を
携
帯
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
令
達
が
出
さ
れ
た
後
、
漂
流

「
船
頭
」

「
水
主
」
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民
は
津
ロ
手
形
を
自
ら
の
園
籍
・
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
誼
と
し
て
中
園
側
へ
提
示
す
る
こ
と
を
避
け
、
楼
案
で
は
「
牌
照
無
し
」
と
す
る
記

述
が
多
く
な
る
。
そ
う
し
た
薩
摩
と
の
関
係
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
琉
球
漂
流
民
の
漂
着
時
の
行
魚
は
、
小
林
茂
文
氏
の
「
漂
流
と
日
本
人
」

の
中
の
「
漂
流
民
の
多
く
は
、
漂
流
地
開
に
上
陸
す
る
と
き
や
、
外
園
船
に
救
助
さ
れ
た
と
き
、
船
玉
と
と
も
に
浦
賀
番
所
の
切
手
や
往
来
手

形
を
首
に
か
け
て
持
ち
、
命
の
次
に
大
切
に
し
て
船
を
離
れ
る
。
こ
れ
ら
は
唯
一
の
身
分
誼
明
書
で
あ
っ
た
」
と
す
る
日
本
人
漂
流
民
と
は
全

(

げ

〉

く
異
な
る
。

乾
隆
二
十
五
年
の
山
陽
西
表
船
は
、
中
園
が
再
び
海
禁
政
策
に
ふ
み
き
り
、
こ
う
し
た
薩
摩
側
・
王
府
側
と
も
に
隠
蔽
政
策
が
強
化
さ
れ
た

時
期
に
廉
東
省
潮
陽
照
に
漂
着
し
て
い
る
。
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山
陽
西
表
船
の
漂
着

乾
隆
二
十
四
年
五
月
十
日
に
王
府
に
交
納
す
る
糧
米
を
積
ん
で
太
卒
山
〈
宮
古
)
を
出
航
し
た
山
陽
西
表
船
の
乗
組
員
山
陽
西
表
等
三
十
七

人
は
交
納
を
済
ま
せ
た
後
、
那
覇
で
新
楯
・
鍛
釘
・
薬
材
・
茶
葉
・
盟
・
糖
等
を
購
入
し
て
、
同
年
十
二
月
九
日
に
太
卒
山
へ
向
け
蹄
帆
し
て

途
次
、
同
月
十
二
日
「
鵬
風
」
に
遭
い
約
二
十
日
関
東
シ
ナ
海
を
漂
流
し
績
け
、
翌
二
十
五
年
一
月
二
日
に
贋
東
省
潮
陽
鯨
に
漂
着

い
る
。

し
、
管
汎
の
救
援
を
う
け
内
港
に
牽
入
さ
れ
て
い
る
。

同
月
十
三
日
船
内
で
水
主
の
高
江
例
が
病
故
し
た
こ
と
か
ら
、
遺
骸
を
現
地
で
埋
葬

し
、
残
る
三
十
中
ハ
人
は
潮
陽
鯨
に
て
「
口
根
銭
米
」
の
給
震
を
う
け
、
存
公
銀
に
よ
る
船
の
修
復
を
し
て
い
る
。
三
ヶ
月
後
の
四
月
五
日
に
営

船
に
謹
選
さ
れ
て
一
隅
州
に
向
け
潮
陽
豚
を
出
航
し
、
五
月
六
日
に
一
隅
建
闇
江
の
亭
頭
に
到
着
、
十
一
日
に
は
南
蓋
に
至
り
一
隅
州
琉
球
館
に
迭
り

(

国

)

届
け
ら
れ
て
い
る
。
嘗
時
一
帽
州
琉
球
館
に
は
、
上
京
使
簡
を
迎
え
る
た
め
汲
遣
さ
れ
て
い
た
接
貢
船
の
乗
組
員
以
外
に
、
前
年
(
乾
隆
二
十
四
)

閏
六
月
に
漸
江
省
台
州
府
臨
海
豚
に
漂
着
し
た
全
任
之
等
四
十
一
名
、
同
年
七
月
に
漸
江
省
温
州
府
吹
門
に
漂
着
し
た
照
屋
等
十
三
名
、
同
年

(

臼

〉

七
月
に
江
蘇
省
准
安
府
阜
寧
賑
に
漂
着
し
た
大
嶺
筑
登
之
青
雲
上
等
八
人
の
計
六
十
二
人
が
漂
流
地
か
ら
護
、迭
さ
れ
て
き
て
い
た
。
大
嶺
筑
登

之
青
雲
上
の
船
は
江
蘇
省
で
損
壊
漂
失
、
全
任
之
船
・
照
屋
船
は
無
事
一
隅
州
に
護
送
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
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二
隻
と
も
遠
途
航
海
に
は
不
遁

で
、
ま
た
接
貢
船
に
て
附
搭
開
園
す
る
に
は
人
数
が
多
す
ぎ
た
こ
と
か
ら
、
全
任
之
船
・
照
屋
船
二
船
を
解
酷
し
て
新
た
に
海
船
一
隻
を
造
り

(

初

)

上
げ
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
山
陽
西
表
等
の
一
踊
州
琉
球
館
到
着
の
五
日
後
(
五
月
十
六
日
)
に
は
、
さ
ら
に
乾
隆
二
十
五
年
一
月
に
慶
東
省

(

況

)

香
山
鯨
に
漂
着
し
た
腕
支
宮
良
等
四
十
六
人
が
損
壊
し
た
漂
流
船
を
買
却
し
護
送
さ
れ
て
き
て
い
る
。
山
陽
西
表
等
の
一
隅
州
滞
在
中
、
さ
ら
に

嘉
手
川
等
三
人
の
漂
流
民
が
加
わ
り
、
合
計
百
四
十
七
人
も
の
漂
流
民
が
一
踊
州
琉
球
館
で
起
居
を
共
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
漂
流
民
の
迭
還

に
関
し
て
は
全
任
之
・
照
屋
等
の
新
造
船
の
完
成
、
山
陽
西
表
船
の
修
復
を
待
っ
て
、
接
貢
船
と
併
せ
て
三
隻
に
分
乗
し
て
開
園
す
る
こ
と
に

な
り
、
修
復
を
終
え
た
山
陽
西
表
船
に
は
八
月
九
日
に
贋
東
省
香
山
鯨
か
ら
護
逸
さ
れ
て
き
た
腕
支
宮
良
等
四
十
六
人
の
内
二
十
八
人
が
乗
り

込
み
、
八
月
二
十
七
日
に
闘
安
鎮
で
附
搭
人
員
・
貨
物
の
験
問
を
受
け
、
そ
の
後
兵
船
に
護
、
4

草
さ
れ
て
新
江
省
温
州
中
管
三
盤
洋
面
に
北
上
、

507 
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風
待
ち
を
し
て
十
一
月
十
七
日
に
全
任
之
・
照
屋
等
の
新
造
船
と
共
に
「
出
洋
」
し
開
園
の
途
に
就
い
て
い
る
。
し
か
し
途
中
「
鴎
風
」
に
遭

(

勾

〉

い
船
が
座
礁
し
船
底
に
遺
漏
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら、

十
二
月
五
日
再
び
一幅
州
に
回
航
し
船
を
修
復
し
て
い
る
。
二
度
目
の
一
幅
州
滞
在
中
、
同
年

十
二
月
十
六
日
に
一
隅
建
省
連
江
豚
定
海
に
漂
着
し
た
黒
嶋
首
里
大
屋
子
等
四
十
二
名
(
黒
嶋
首
豆
大
屋
子
給
て
さ
ら
に
十
月
十
二
日
に
贋
東
省
香

山
燃
に
漂
着
し
た
大
城
等
十
七
人
(
大
城
船
〉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
翌
二
十
六
年
一
月
八
日
、

三
月
十
五
日
に一
幅
州
に
護
迭
さ
れ
て
き
て
い
る
。
大
城

船
は
朽
畑
を
理
由
に
慶
州
で
買
却
し
て
い
た
た
め
、
大
城
等
十
七
人
は
黒
嶋
首
里
大
屋
子
船
に
て
附
搭
開
園
す
る
こ
と
に
な
り
、
黒
嶋
首
里
大

匡
子
船
・
山
陽
西
表
船
は
修
復
完
了
後
、
閣
安
鎮
で
の
験
明
を
受
け
七
月
二
十
日
「
開
駕
出
口
」
し
て
い
る
。

し
か
し
黒
嶋
首
里
大
屋
子
船
は

「
風
汎
」

不
順
で
蹄
航
に
失
敗
し
て
漸
江
省
玉
環
鯨
に
再
漂
着
し
、
こ
の

二
次
漂
流
に
閲
し
て
は
一
隅
州
に
戻
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
八
月
十
六
日

(お
)

(

μ

〉

に
漸
江
海
域
に
て
再

「出
洋
」
し
、
九
月
に
琉
球
に
到
着
し
て
い
る
。
先
に

「出
洋
」

し
た
山
陽
西
表
船
は
遅
れ
て
十
月
に
信
開
園
し
て

い
る
。

山
陽
西
表
船
は
乾
隆
二
十
五
年
一
月
二
日
に
廉
東
省
潮
陽
臓
に
漂
着
し
て
か
ら
、
送
還
さ
れ
る
ま
で
買
に
一
年
七
ヶ
月
も
の
月
日
を
費
や
し

て
い
る
。
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一
隅
州
に
お
け
る
行
政
文
書
の
牧
護
経
路

江
蘇
省
・
新
江
省
・
贋
東
省
等
沿
岸
各
省
に
漂
着
し
た
琉
球
漂
流
民
は
、
漂
流
船
が
修
復
さ
れ
野
帆
航
海
が
可
能
な
場
合
で
も
全
て
一
隅
州
に

謹
選
さ
れ
、
一
隅
州
は
琉
球
漂
流
民
の
迭
還
擦
貼
と
な
っ
て
い
た
。
漂
流
民
は
開
園
の
た
め
「
登
舟
」
す
る
ま
で
の
問
、
一
隅
州
琉
球
館
で
の
起
居

待
機
が
義
務
づ
け
ら
れ
勝
手
な
移
動
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
分
乗
で
き
る
漂
着
船
が
な
く
準
貢
船
・
接
貢
船
の
到
着
を
待
っ
て
送
還
さ
れ

一
年
以
上
も
一
幅
州
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ケ
l
ス
も
あ
る
。
さ
ら
に
一
幅
州
に
は
中
園
沿
岸
各
省
か
ら
琉
球
漂
流
民
が
護
逸
さ

れ
て
く
る
以
外
に
、
朝
鮮
や
安
南

・
呂
宋
か
ら
も
中
園
を
経
由
し
て
迭
還
さ
れ
る
琉
球
漂
流
民
が
迭
ら
れ
て
く
る
な
ど
、
一
踊
州
は
東
ア
ジ
ア
に

る
場
合
、

お
け
る
琉
球
漂
流
民
迭
還
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
的
存
在
で
あ
っ
た
。
一
幅
州
で
は
琉
球
漂
流
民
に
劃
し
て
ど
の
よ
う
な
行
政
的
な
撫
価
慮
理
が
な
さ

れ
、
ま
た
中
央
(
皇
帝
・
六
部
〉
へ

は
ど
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
た
の
か
、

山
陽
西
表
船
の
撫
値

・
迭
還
に
閲
す
る
一
踊
州
に
お
け
る
報
告
文



書
の
牧
衰
過
程
を
中
心
に
以
下
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

1 

存
公
銀
の
「
動
用
」
に
関
わ
る
文
書

山
陽
西
表
等
三
十
六
人
は
潮
陽
鯨
か
ら
営
船
に
謹
選
さ
れ
、
闘
江
を
遡
上
し
乾
隆
二
十
五
年
五
月
六
日
に
亭
頭
に
到
着
潤
泊
し
て
い
る
。
こ

の
山
陽
西
表
船
の
亭
頭
到
着
に
つ
い
て
は
五
月
八
日
に
一
隅
州
府
海
防
同
知
(
以
下
「
一
稿
防
同
知
」
と
略
す
〉
か
ら
一
噛
州
将
軍
に
呈
文
で
報
告
さ
れ

(

お

)

て
い
る
。
船
は
そ
の
後
十
一
日
に
南
蓋
に
至
り
、
到
着
後
、

存
留
通
事
(
福
州
琉
球
舘
の
存
留
役
)
の
毛
允
恭
が
一
幅
防
同
知
に
漂
流
の
「
縁
由
」

〈

m
m
)

を
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
船
は
修
整
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
琉
球
館
側
の
費
用
負
措
に
よ
る
船
の
再
修
復
を
申
し
入
れ
て
い
る
。

こ
の
毛
允
恭
の
「
開
報
」
を
受
け
た
一
幅
防
同
知
は
詳
文
で
漂
流
の
「
縁
由
」
に
つ
い
て
一
隅
建
布
政
使
に
報
告
し
、
花
名
(
漂
流
者
名
〉
年
歳
・

(
幻
)

貨
物
の
「
清
加
」
を
併
せ
て
提
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
漂
流
船
の
修
船
に
関
し
て
は
存
公
銀
に
よ
る
修
復
を
議
請
し
て
い
る
。
布
政
使
は
こ
の

一
隅
防
同
知
か
ら
の
「
詳
文
」
と
「
清
濁
」
を
受
け
る
と
、

江
蘇
省
や
漸
江
省
か
ら
迭
ら
れ
て
き
た
漂
流
民
の
撫
値
(
全
任
之
等
四
十
一
名
、
照
屋

等
十
三
名
等
の
事
例
)
を
前
例
と
し
て
参
照
し
、
山
陽
西
表
等
三
十
六
人
の
撫
価
に
関
し
て
は
廉
東
で
従
優
な
「
賓
賞
」
が
給
護
さ
れ
て
い
る
こ
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と
か
ら
、
一
踊
州
で
は
「
加
賞
」
の
布
・
綿
花
・
茶
葉
・
麺
・
姻
等
を
給
設
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
撫
協
は
各
自
毎
日
「
盟
菜
銀
」
六
輩
・
米
一
升

の
「
折
債
銀
」
八
輩
七
竃
を
給
す
る
に
留
め
、

加
」
を
附
し
て
「
詳
文
」
で
聞
漸
綿
督
・
一
踊
建
巡
撫
に
報
告
し
て
い
る
。

花
名
年
歳
・
貨
物
の
「
清

「
詳
文
」
の
中
で
は
他
に
存
公
銀
の
「
動
用
」
に
闘
す
る
皇
一
帝
一
へ
の

さ
ら
に
そ
の
「
動
用
L

に
つ
い
て
は
督
撫
に
よ
る
戸
部
へ
の
報
錯
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

(
お
)

か
ら
、
漂
流
民
の
迭
還
を
待
っ
て

「
妨
」
を
作
成
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
併
せ
て
俸
え
て
い
る
。

綿
督
と
巡
撫
は
布
政
使
の
「
詳
文
」
「
清
加
」
を
受
理
し
察
核
し
た
後
、
琉
球
館
側
か
ら
申
し
入
れ
の
あ
っ
た
船
の
再
修
復
に
閲
し
て
は
、

そ
し
て
揖
園
に
際
し
て
一
ヶ
月
の
「
行
糧
」
を
輿
え
る
こ
と
を
、

具
奏
お
よ
び
関
係
六
部
へ
の
報
告
を
請
い
、
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存
公
銀
を
「
動
用
」
す
る
こ
と
な
く
琉
球
館
の
申
し
出
の
逼
り
慮
理
す
る
よ
う
指
示
し
、

(

鈎

)

る
。
ま
た
存
公
銀
に
関
し
て
は
、
支
出
額
の
定
ま
っ
た
常
例
の
項
目
以
外
の
支
出
に
つ
い
て
は
具
奏
報
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
漂
流
民

そ
し
て

「
清
茄
」

を
瞳
部
と
戸
部
に
替
、迭
し
て
い
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に
封
す
る
撫
慨
は
常
例
の
項
目
以
外
に
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

(
ぬ

)

用
」
に
つ
い
て
巡
撫
が
具
奏
報
告
し
て
い

る。

こ
の
存
公
銀
の
「
動
用
」
に
関
す
る
具
奏
に
つ
い
て
は
、
山
陽
西
表
船
が
二
度
目
の
一
隅
州
滞
在

漂
流
民
に
給
設
す
る
口
糧
米

・
盟
菜
銀
・
行
糧
に
閲
す
る
存
公
銀
の

「動

中
に
、

一帽
建
巡
撫
臭
士
功
が
提
出
し
た
乾
隆
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日
附
け
の
奏
摺
が
残
っ
て
い
る
。

(
五
十
雨
)
・口
糧
米
・
盟
菜
銀
・

一
ヶ
月
の
行
糧
に
閥
わ
る
撫
佃
銀
雨
に
つ
い
て
乾
隆
二
十
六
年
の
存
公
銀
を
「
動
用
」
す
る
こ
と
を
報
告
し

(

況

)

て
い
る
。

そ
の
中
で
山
陽
西
表
船
の
修
船
工
料

告
は
こ
の
督
撫
の

さ
て
中
央
へ
の
報
告
で
あ
る
が
、

四
・
五
・

六
年
の
各
漂
着
案
件
も
躍
部
・
戸
部
へ
の

「
清
加
」

の
苔
迭
、
皇
帝
へ
の
存
公
銀
の
「
動
用
」
に
関
す
る
素
案
具
奏
は
巡
撫
が
お
こ

地
方
に
お
い
て
は
線
督
と
巡
撫
が
漂
流
民
の
撫
佃
・
迭
還
に
閲
す
る
行
政
的
慮
理
を
統
轄
し
て
お
り
、
布
政
使
か
ら
の
綿
督
・
巡
撫
へ
の
報

「
批
示
」

で
慮
理
さ
れ
る
。

山
陽
西
表
船
の
事
例
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
乾
隆
二
十

な
っ
て
い
る
。
省
に
お
け
る
撫
値
・
迭
還
に
関
す
る
貫
務
的
な
行
政
的
庭
理
は
こ
の
よ
う
に
巡
撫
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
ケ
l
ス
が
多
い
。

2 

菟
税
措
置
に
関
わ
る
文
書

- 92ー

山
陽
西
表
船
が
南
蓋
に
到
着
し
た
二
日
後
の
乾
隆
二
十
五
年
五
月
十
三
日、

「
委
管
南
蓋
税
務
遊
撃
」
の
任
景
か
ら
菓
文
で
山
陽
西
表
船
に

装
載
し
た
皮
箱
・
木
匝
・
繋
材
・
紙
扇
・
線
香
・
紙
張
・
布
疋
・
茶
葉
・
紅
糖
等
の
貨
物
の
征
職
額
(
徴
税
額
〉
が
一
雨
九
銭
三
分
八
麓
四
竃

(

位

)

一
線
と
な
り
、
奮
例
通
り
の
菟
税
措
置
を
と
る
伺
い
が
一
隅
州
将
軍
杜
園
肯
に
劃
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
任
景
か
ら
の
報
告
を
う
け
た
一
隅
州
将
軍

杜
圃
肯
は
、
同
年
五
月
十
七
日
附
け
で
兎
税
措
置
の
質
施
を
具
奏
し
て
い
る
。
漂
流
船
の
装
載
貨
物
に
閲
し
て
は
進
貢
船

・
接
貢
船
の
附
搭
貨

物
同
様
、
課
税
さ
れ
る
こ
と
な
く
菟
税
措
置
が
と
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
兎
税
措
置
の
多
く
が
「
聞
海
開
」
事
務
を
兼
務
す
る
一
隅
州
将
軍
の
監

督
下
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

山
陽
西
表
船
に
閲
し
て
は
蹄
園
に
際
し
て
の
菟
税
措
置
に
関
す
る
文
書
の
存
在
を
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な

い
が
、
乾
隆
三
十
七
三
七
七
二
)
年
三
月
に
一
踊
建
省
に
漂
着
し
た
翁
長
船
(
智
汝
沃
等
二
十
二
人
)
に
閲
し
て
は
掃
園
に
際
し
、
随
帯
貨
物
・
接

貢
船
水
梢
の
構
図
貨
物
に
劃
す
る
四
十
二
一
間
九
銭
五
分
六
輩
の
徴
税
が
覧
ぜ
ら
れ
、

そ
の
菟
税
措
置
に
閲
す
る
一
隅
州
将
軍
の
奏
摺
が
乾
隆
三
十



(
お
〉

七
年
十
一
月
三
日
附
け
で
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
陽
西
表
船
の
信
仰
園
に
際
し
で
も
同
様
の
菟
税
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。
乾
隆
二
十
五
年
五
月
十
七
日
附
け
の
一
隅
州
将
軍
杜
園
肯
の
奏
摺
で
は
、
兎
税
措
置
以
外
に
山
陽
西
表
船
の
「
遭
風
来
聞
」
の
情
由
が
報
告
さ

れ
、
奏
摺
に
花
名
年
歳
と
貨
物
の
「
清
加
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
花
名
年
歳
・
貨
物
の
「
清
加
」
に
閲
し
て
は
、
存
留
通
事
毛
允
恭
が
提

出
し
た
以
下
の
漸
江
省
定
海
鯨
に
漂
着
し
た
糸
数
等
九
人
(
乾
隆
二
十
六
年
七
月
)
の
「
清
茄
」
が
残
っ
て
い
る
。

系
数

琉
球
園
蓮
風
番
人

年
三
十
一
歳

川
田

島
袋

新系金
城敷城

古
竪

大
城

随
槽
物
件

511 

年
三
十
一
歳

年
三
十
二
歳

年
三
十
三
歳

年
四
十
二
歳

新
省
に
在
り
て
系
教
気
之
と
錯
り
て
報
せ
り

祈
省
に
在
り
て
川
田
気
之
と
錆
り
て
報
せ
り

漸
省
に
在
り
て
瀬
名
波
子
と
錯
り
て
報
せ
り

- 93-

新
省
に
在
り
て
座
間
味
子
と
錯
り
て
報
せ
り

新
省
に
在
り
て
石
川
仁
也
と
錯
り
て
報
せ
り

年
三
十
三
歳
新
省
に
在
り
て
新
城
仁
也
と
錯
り
て
報
せ
り

年
三
十
六
歳
新
省
に
在
り
て
卒
息
仁
也
と
錯
り
て
報
せ
り

年
三
十
五
歳
漸
省
に
在
り
て
用
川
仁
也
と
錯
り
て
報
せ
り

以
上
九
人
は
倶
に
琉
球
圏
中
山
泊
村
人
に
係
る

竹
箱
三
個

内
に
奮
衣
服
あ
り
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水
桶
三
個

木
箱
一
個

内
に
線
香
あ
り

鹿
腕
索
四
細

木
箱
一
個

内
に
箆
杭
五
十
把
苧
蘇
十
勧
銅
器
一
勧
あ
り

鍛
鍋
大
小
三

口

黒
糖
一
聾

重
さ
三
十
勧
な
り

木
桶
六
個

畑
葉
一
包

倶
に
空
な
り

重
さ
十
肋
な
り

木
匝
六
個

以
上
共
に内
十に
件硫
な{頭
り34器
)具

あ
り

- 94-

一
幅
建
省
以
外
で
の
漂
流
民
の
取
調
べ
は
漂
流
民
に
筆
と
紙
を
渡
し
て
筆
談
で
お
こ
な
う

「
書
訊
」
が
一
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
際
特
に
花
名
に
こ
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
錯
り
て
報
せ
り
」
と
す
る
誤
報
の
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
一
踊
建
省
で
花

名
を
訂
正
す
る
「
更
正
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
糸
数
等
の
「
更
正
」
さ
れ
た
清
加
は
漸
江
巡
撫
に
も
容
迭
さ
れ
て
い
る
。
山
陽
西
表
船
の

花
名
年
歳
と
貨
物
の
「
清
加
」
に
も
こ
の
よ
う
な
「
更
正
」
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

毛
允
恭
)
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
山
陽
西
表
等
の
「
清
茄
」
も
こ
の
よ
う
な
書
式
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
時
期
に
同
一
人
物
(
存
留
逼
事

3 

遣
護
団
園
(
迭
還
〉
に
関
わ
る
文
書

通
常
漂
流
民
の
時
間
園
に
際
し
て
、
存
留
遁
事
か
ら
一
幅
防
同
知
へ
信
仰
園
者
の
「
清
加
」
と
、
準
貢
船
ま
た
は
接
貢
船
か
ら
の
「
引
導
駕
欧
」
の



(

お

〉

た
め
の
水
檎
二
名
の
涯
遣
及
び
船
を
安
定
さ
せ
る
底
荷
(
パ
ラ
ス
ト
〉
と
し
て
匪
載
貨
物
の
袋
載
許
可
を
請
う
「
菓
文
」
が
提
出
さ
れ
、
さ
ら
に

「
離
騨
登
舟
(
福
州
琉
球
館
〈
柔
遠
騨
〉
を
離
れ
乗
船
す
る
と
の
期
日
が
報
告
さ
れ
る
。
一
隅
防
同
知
は
存
留
逼
事
の
要
請
お
よ
び
「
離
騨
登
舟
」
の

期
日
を
詳
文
で
布
政
使
に
報
告
し
、
そ
れ
を
受
け
た
布
政
使
は
前
例
を
参
照
し
一
連
の
要
請
・
報
告
に
劃
慮
す
べ
き
慮
置
を
詳
文
で
綿
督
・
巡

撫
に
俸
え
、
漂
流
民
の
撫
岨
・
迭
還
に
関
す
る
琉
球
園
王
へ
の
杏
文
の
給
震
と
「
遺
護
団
園
」
の
許
可
を
請
う
。

山
陽
西
表
等
三
十
五
人
、
全
任
之
等
三
十
九
人
、
照
屋
等
十
三
人
、
大
嶺
筑
登
之
青
雲
上
等
七
人
、
嘉
手
川
等
三
人
、
腕
支
宮
良
等
四
十
五
人

等
計
百
四
十
二
人
(
人
数
の
減
少
は
病
故
に
よ
る
も
の
)
の
迭
還
に
閲
し
て
は
新
造
船
・
山
陽
西
表
船
の
接
貢
船
と
の
「
連
綜
田
園
」
が
決
ま
り
、

全
任
之
・
照
屋
等
の
新
造
船
で
は
七
月
二
十
七
日
、
山
陽
西
表
船
で
は
八
月
九
日
に
開
園
者
全
員
の
登
舟
を
終
え
た
こ
と
を
、
一
幅
建
巡
撫
呉
士

(

鉛

)

功
が
乾
隆
二
十
五
年
八
月
二
十
四
日
附
け
の
奏
摺
で
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
一
隅
州
に
お
け
る
「
遣
護
団
園
」
に
つ
い
て
は
中
央
の
指
示
・
許

可
を
仰
ぐ
必
要
は
な
く
、
線
督
・
巡
撫
の
布
政
使
か
ら
迭
ら
れ
て
き
た
詳
文
に
批
す
「
批
示
」
で
指
示
・
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同

「
批
示
」
内
で
布
政
使
に
漂
流
船
の
「
長
行
田
園
(
出
洋
)
」
の
期
日
を
報
告
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
乗
船
後
、
開
園
者
に
一
隅
州
清
軍
海
防
分

府
か
ら
護
照
が
給
設
さ
れ
て
い
る
が
、
船
が
座
礁
し
出
洋
に
失
敗
し
て
再
び
一
隅
州
に
回
航
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
際
に
護
給
さ
れ
た
護
照
は
、
返

却
し
て
い
る
。
二
度
目
の
遁
護
団
園
の
際
に
乾
隆
二
十
六
年
七
月
十
四
日
附
け
で
山
陽
西
表
等
三
十
二
人
、
廉
東
省
香
山
か
ら
迭
ら
れ
て
き
た

(
向
山
〉

漂
流
民
二
十
六
人
等
に
劃
し
て
給
設
さ
れ
た
「
護
照
」
が
『
歴
代
賓
案
』
に
残
っ
て
い
る
。
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「
護
照
」
に
は
開
園
者
全
員
の
人
名
及
び
漂
流
船

に
障
幣
貨
物
・
接
貢
船
か
ら
の
匪
載
貨
物
が
装
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
沿
海
の
閲
津
・
汎
口
に
お
け
る
査
験
で
出
洋
が
遅
滞
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
給
褒
さ
れ
た
「
護
照
」
は
次
期
の
貢
船
で
の
返
却
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

二
度
目
の
「
遣
護
団
園
」
に
閲
し
て
は
、
乾
隆
二
十
六
年
八
月
十
九
日
附
け
で
一
幅
州
将
軍
杜
園
肯
か
ら
山
陽
西
表
船
・
黒
嶋
首
里
大
屋
子
船

(

お

〉

二
隻
が
、
七
月
二
十
日
に
「
閲
駕
出
口
」
し
た
こ
と
が
奏
摺
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
年
九
月
に
黒
嶋
首
里
大
屋
子
等
船
は
先
に
開
園

し
て
い
た
が
、
山
陽
西
表
船
が
未
跨
園
の
た
め
、
琉
球
園
王
山
内
穆
か
ら
「
探
問
」
の
誓
文
(
九
月
二
十
四
日
附
)
が
コ
踊
建
等
慮
承
宣
布
政
使

(
m
m
)
 

司
」
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
布
政
使
が
琉
球
園
王
向
穆
宛
、
督
撫
南
院
に
沿
海
各
省
へ
の
移
容
を
請
い
、
並
び
に
沿
海
各
府
豚

513 
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(
必
)

へ
未
聞
園
漂
流
民
の
「
挨
査
」
を
命
じ
た
こ
と
を
俸
え
る
苔
文
(
乾
隆
二
十
七
年
十
月
一
一
一日
附
)
を
迭
っ
て
い
る
。

こ
の
山
陽
西
表
船
の
探
聞
に
閲
し
て

は
、
最
終
的
に
山
陽
西
表
船
が
乾
隆
二
十
六
年
十
月
に
揖
開
園
し
た
た
め
、
琉
球
圏
王
山
間
穆
か
ら
蹄
園
を

(
4〉

報
告
す
る
謝
苔
(
乾
隆
二
十
七
年
十
月
十
五
日
附
〉
が
布
政
使
司
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。

選
還
シ
ス
テ
ム
の
構
造

1 

漂

流
・
漂

着

清
代
乾
隆
期
の
琉
球
か
ら
の
漂
流
船
は
、

一
八
世
紀
初
期
以
降
王
府
の
指
導
で
中
園
式
の
戎
克
型
の
「
馬
艦
船
」
が
普
及
し
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
漂
流
船
の
多
く
が
こ
う
し
た
ニ
反
帆
以
上
の
馬
艦
船
で
あ
る
。
馬
艦
船
に
は
多
数
の
肋
骨
が
組
ま
れ
た
水
密
甲
板
が
附
さ
れ
て
い
る
の

- 96ー

で
、
波
を
か
ぶ
っ
て
も
す
ぐ
さ
ま
水
浸
し
に
な
る
「
水
船
」
朕
態
に
な
る
危
険
性
は
な
く
、
ま
た
風
上
遡
航
も
可
能
な
こ
と
か
ら
波
や
風
に
は

(

必

)

強
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
多
く
の
漂
流
船
が
中
園
沿
岸
に
漂
着
し
て
い
る
。
漂
流
船
は
漁
舟
や
琉
球
・
薩
摩
聞
を
往
復
す
る

措
船
の
事
例
も
あ
る
が
、
山
陽
商
表
船
の
よ
う
な
琉
球
の
島
興
聞
を
往
復
す
る
船
隻
の
漂
着
事
例
が
匪
倒
的
に
多
い
。
琉
球
の
漂
流
船
に
つ
い

て
は
槍
案
で
は
「
竣
子
式
隻
挽
小
船
」

「
馬
駁
船
」

「白
鱒
船
」
と
い
っ
た
船
型
名
稽
で
出
て
く
る
。
漂
流
船
は
洋
上
で
暴
風
に
遭
い
帆
桂

(
楢
)
を
折
ら
れ
漂
流
す
る
事
例
が
多
い
が
、
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
の
轄
覆
を
防
ぐ
た
め
水
主
が
帆
柱
を
切
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
船
の
バ
ラ

ン
ス
を
と
る
た
め
積
荷
を
捌
ね
捨
て
る
「
刻
荷
」
を
す
る
ケ
l
ス
も
少
な
く
な
い
。

琉
球
漂
流
民
は
中
園
沿
岸
海
域
で
の
営
船
や
漁
船
に
よ
る
救
助
や
、
漂
着
後
上
陸
し
て
漁
戸
や
居
民
の
救
助
を
受
け
る
と
い
っ
た
事
例
が
多

ぃ
。
こ
の
漂
流
民
の
救
助
に
閲
し
て
は
官
吏
に
射
し
て
は
保
護
規
制
お
よ
び
撫
価
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
人
民
に
は
そ
れ
は
及
ば
な

い
。
一
般
人
民
は
漂
流
民
を
保
護
し
な
く
て
も
い
い
わ
け
で
あ
る
。
現
に
漂
流
民
が
「
養
贈
」
を
桓
否
さ
れ
た
事
例
や
、
乞
食
同
様
の
物
乞
い

を
し
た
り
し
た
事
例
も
あ
る
。
よ
っ
て
漁
戸
や
居
民
に
よ
る
保
護
を
受
け
民
家
や
廟
宇
に
宿
泊
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
救
助
者
個



人
の
善
意
む
よ
る
も
の
で
あ
り
、
園
家
に
よ
る
撫
他
・
迭
還
と
い
っ
た
保
護
は
壁
船
・
兵
船
に
よ
る
救
助
、
ま
た
は
漁
戸
や
居
民
が
漂
流
民
を

鯨
街
門
等
に
迭
り
届
け
た
後
に
、
各
省
の
撫
価
規
程
に
準
じ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

(

必

)

さ
て
、
山
陽
西
表
船
は
「
長
さ
九
丈
、
潤
二
丈
、
深
さ
一
丈
一
尺
」
と
あ
る
か
ら
六
・
七
反
帆
程
度
の
中
型
の
馬
艦
船
か
と
思
わ
れ
る
。
山

陽
西
表
船
の
暴
風
に
よ
る
船
の
損
壊
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
王
府
へ
の
糧
米
交
納
後
、
購
入
し
た
新
横
・
一
銭
釘
・
薬
材
・
茶
葉
・
盟

&
糖

等
は
過
重
な
貨
物
で
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
刻
荷
い
も
せ
ず
、
乾
隆
二
十
五
年
一
月
二
日
に
康
東
省
潮
陽
鯨
に
漂
着
し
て
い
る
。
漂
着
後
間

も
な
く
昔
日
の
救
援
を
受
け
内
港
に
牽
入
さ
れ
、
潮
陽
鯨
に
て
知
鯨
よ
り
「
口
根
銭
米
」
宏
給
鼓
さ
れ
て
い
る
。

2 

語

訊

上
述
し
た
よ
う
に
山
陽
西
表
船
は
、
中
園
が
再
び
海
禁
政
策
に
ふ
み
き
り
、
薩
摩
側
・
王
府
側
と
も
に
隠
蔽
政
策
が
強
化
さ
れ
た
時
期
に
贋

(

川

叫

)

東
省
潮
陽
鯨
に
漂
着
し
て
い
る
。
津
口
手
形
を
携
帯
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
一
帽
建
巡
撫
の
奏
摺
の
な
か
で
は
「
牌
照
無
し
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
漂
流
地
の
贋
東
省
潮
陽
鯨
で
津
口
手
形
を
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。
清
代
乾
隆
期
の
琉
球
漂
流
民
の
漂
着
時
の
欣

- 97ー

況
に
つ
い
て
、
乾
隆
二
年
八
月
に
漸
江
省
象
山
勝
に
漂
着
し
た
新
垣
等
十
人
に
閲
す
る
新
江
布
政
司
張
若
震
の
奏
摺
の
中
で
「
髪
を
蓄
え
、
頂

(
必
〉

を
剃
る
。
衣
は
花
布
に
し
て
大
袖
、
既
足
に
し
て
筆
首
な
り
。
漢
一
音
逼
ぜ
ず
」
と
あ
る
。
漂
流
者
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
よ
う
に
漢
音
に
通
じ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
漂
流
の
超
過
に
つ
い
て
供
述
を
取
る
際
に
は
筆
談
に
よ
る
「
書
訊
」
が
知
牒
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

山
陽
西
表
等
三
十
六
人
の
漂
着
に
関
し
て
は
、

慶
東
省
か
ら
の
要
請
を
受
け
一
踊
建
巡
撫
が
布
政
使
に
夷
語
(
琉
球
語
〉

を
解
す
る
土
通
事
務

長
藻
の
潮
陽
鯨
へ
の
汲
遣
を
命
じ
て
い
る
。
漸
江
省
や
贋
東
省
の
よ
う
に
距
離
的
に
比
較
的
一
帽
州
に
近
い
地
域
へ
漂
着
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う

に
土
通
事
が
漂
着
地
に
波
蓮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
波
遣
に
つ
い
て
は
漂
着
し
た
省
の
巡
撫
か
ら
一
幅
建
巡
撫
に
脊
文
で
要
請
さ
れ

る
ケ
l
ス
が
多
い
。
清
代
、
一
隅
州
に
は
定
額
三
名
の
士
通
事
が
お
り
、
進
貢
使
節
の
準
京
の
際
の
伴
迭
な
ら
び
に
各
街
門
に
お
け
る
夷
語
通
課

(
組
叩

〉

お
よ
び
外
省
に
お
け
る
漂
流
民
の
供
述
通
誇
等
が
そ
の
職
務
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
土
逼
事
を
交
え
て
供
述
を
と
る
こ
と
を
「
謹
訊
」
と
い

515 
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ぅ
。
一
晴
建
巡
撫
か
ら
も
山
陽
西
表
等
の
一
喝
州
到
着
を
待
っ
て
布
政
使
に
「
誇
訊
」
の
指
示
が
で
て
い
た
こ
と
か
ら
、
山
陽
西
表
等
は
一
隅
州
で
も

「
語
訊
」
を
受
け
て
い
る
。
一
隅
州
で
の
「
語
訊
」
は
通
常
一
幅
防
同
知
が
土
逼
事
を
伴
い
お
こ
な
う
。
山
陽
西
表
等
の
語
訊
に
つ
い
て
は
詳
細
を

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

『
呈
裏
文
集
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
乾
隆
二
年
六
月
に
漸
江
省
定
海
豚
に
漂
着
し
一
幅
州
に
護
迭
さ
れ
た
順
天
西
表

大
屋
子
等
三
十
六
人
の
事
例
で
は
、
語
訊
は
琉
球
館
で
お
こ
な
わ
れ
、
土
遁
事
鄭
任
鐸
以
外
に
存
留
通
事
陳
弘
訓
が
共
に
通
語
に
あ
た
っ
て
レ

る
。
誇
訊
で
は
漂
流
民
が
琉
球
人
か
ど
う
か
の
最
終
確
認
、
ど
う
い
っ
た
積
載
貨
物
で
琉
球
の
何
慮
の
港
を
出
航
し
目
的
地
は
何
慮
だ
っ
た
の

か
、
何
年
何
月
何
日
に
ど
う
い
っ
た
経
過
で
漂
流
し
た
の
か
、
船
上
に
軍
器
執
照
が
あ
る
の
か
、
新
江
で
の
供
述
と
一
幅
州
で
の
供
述
は
一
致
し

て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
聴
か
れ
て
い
る
。
ま
た
人
名
年
齢
・
障
帯
貨
物
に
閲
し
て
は
土
通
事
と
存
留
通
事
が
逐
次
訊
査
し
て
「
清
新
」

(

門

出

)

を
作
成
し
、
存
留
逼
事
に
よ
っ
て
一
帽
防
同
知
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

3 

修

船

- 98ー

山
陽
西
表
船
は
中
園
滞
在
中
に
三
度
船
の
修
復
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
最
初
は
贋
東
省
潮
陽
鯨
に
漂
着
し
た
際
に
存
公
銀
が
給
設
さ
れ
、
船

(

必

)

の
修
整
お
よ
び
蘇
索
と
風
帆
の
取
り
替
え
等
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
二
度
目
は
一
隅
州
到
着
後
で
、
一
帽
州
で
の
修
復
は
損
壊
部
分
の
修
復
で
は
な

く
蹄
園
の
航
海
に
堪
え
う
る
よ
う
な
船
の
「
修
葺
」
と
船
具
の
「
添
補
」
で
あ
っ
た
。
存
留
通
事
か
ら
一
幅
防
同
知
に
劃
し
て
自
費
に
よ
る
修
復

要
請
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
に
劃
し
て
一
帽
防
同
知
が
存
公
銀
に
よ
る
修
復
を
布
政
使
に
議
請
し
て
い
た
が
、
こ
の
修
復
に
閲
し
て
は
上
述
し
た

よ
う
に
存
公
銀
を
給
渡
せ
ず
琉
球
館
側
の
要
請
通
り
自
費
修
復
を
お
こ
な
わ
せ
る
こ
と
が
「
批
示
」
で
命
じ
ら
れ
、
琉
球
館
側
に
よ
る
材
料
購

(

的

自

)

入
お
よ
び
修
復
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
三
度
目
の
修
船
は
漸
江
省
温
州
中
営
三
盤
洋
面
か
ら
出
洋
後
に
暴
風
に
遭
い
座
礁
し
船
底
が
「
溢

漏
」
し
た
こ
と
か
ら
、
一
踊
州
に
回
航
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
修
復
で
あ
る
。
こ
の
修
復
に
つ
い
て
は
一
隅
建
巡
撫
臭
士
功
か
ら
存
公
銀
の
「
動
用
」

に
闘
す
る
奏
摺
が
乾
隆
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日
附
け
で
提
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
五
十
雨
を
援
給
し
て
琉
球
館
に
自
ら
資
材
を
購
入
さ

(

ω

)

 

そ
し
て
そ
の
修
復
に
は
乾
隆
二
十
六
年
の
存
公
銀
を
あ
て
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

せ
修
復
さ
せ
る
こ
と
、



漂
流
船
の
修
復
に
闘
し
て
は
乾
隆
二
年
間
九
月
十
五
日
の
上
誌
で
「
漂
泊
の
船
有
ら
ば
、
一
該
督
撫
に
著
し
て
有
司
を
率
し
、
加
意
撫
値
し
、

存
公
の
銀
雨
を
動
用
し
、
衣
根
を
賞
給
し
、
舟
揖
を
修
理
し
、
並
び
に
貨
物
を
眼
前
て
査
還
し
、
本
園
に
鯖
還
せ
し
め
、
以
て
股
が
遠
人
を
懐
柔

(

汎

)

す
る
の
至
意
を
示
す
ベ
し
」
と
あ
り
、
修
船
に
劃
す
る
「
存
公
銀
」
の
支
出
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
山
陽
西
表
船
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
必
ず
し
も
全
て
の
修
船
に
劃
し
て
存
公
銀
が
援
給
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

乾
隆
三
十
五
(
一
七
七
O
)
年
七
月
に
新
江
省
象
山
鯨
に
漂
着
し
た
大
城
船
(
高
嶺
筑
登
之
親
雲
上
等
二
十
七
人
)
の
事
例
で
は
、

(
臼
〉

の
自
費
「
修
葺
」
の
際
に
一
踊
防
同
知
に
「
料
草
」
の
給
護
を
請
い
、
そ
の
給
設
を
待
っ
て
修
船
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
修
船
に
閲
し
て
は
勝
手

な
修
復
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
一
踊
州
に
お
け
る
滞
在
期
間
と
の
関
わ
り
も
あ
り
一
幅
防
同
知
へ
の
報
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の
管
理
下
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
修
復
に
あ
た
っ
て
は
一
幅
州
の
船
大
工
が
雇
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
乾
隆
三
十
七
年
三
月
に
一
幅
建
省
に
漂
着
し
た
翁

(

臼

)

に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、
存
公
銀
の
「
動
用
」
に
よ

補
強
の
た
め

長
船
(
智
汝
沃
等
二
十
二
人
〉
の
よ
う
に
球
匠
(
琉
球
人
船
大
工
)

る
修
船
が
あ
っ
た
場
合
、
修
船
の
工
料
は
工
部
の
管
轄
下
で
慮
理
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
報
舗
は
工
部
に
劃
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
前
述
の

- 99ー

全
任
之
船
・
照
屋
船
の
よ
う
な
存
公
銀
二
二

O
雨
を
支
出
し
原
船
を
解
睡
し
て
新
た
に
海
船
一
隻
を
仕
立
て
る
「
折
造
新
船
」
と
い
っ
た
事
例

は
、
管
見
の
限
り
清
代
を
、
通
じ
て
こ
の
一
件
の
み
で
修
船
の
撫
岨
措
置
と
し
て
は
定
着
し
て
い
な
い
。

4 

嬰

盲
貝

漂
流
船
に
よ
る
交
易
行
篤
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
壊
船
や
搭
載
貨
物
を
中
園
で
買
却
し
換
金
化
し
て
持
ち
跨
る
こ
と
は
撫
値
の
一
環

と
し
て
許
可
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
貨
物
を
買
却
す
る
こ
と
を
「
饗
貰
」
と
い
い
、
『
賓
案
』
や

「
槍
案
」

で
は
、

そ
の
他
に
「
襲
債
」

襲

ロ
巴
」

「
饗
富
」
が
同
義
語
と
し
て
出
て
く
る
。
漂
着
地
で
は
漂
流
民
の
一
意
思
に
よ
っ
て
饗
賓
が
決
め
ら
れ
「
就
地
襲
買
」

州
で
は
琉
球
館
側
が
繁
買
に
闘
興
し
琉
球
館
内
で
襲
賓
が
行
な
わ
れ
た
場
合
「
就
館
繁
責
」
「
在
館
饗
貰
」
「
在
館
饗
債
」
と
い
う
用
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
饗
貰
の
劃
象
と
な
っ
た
随
帯
貨
物
は
米
、
粟
、
綿
花
、
盟
、
茶
、
畑
草
等
で
あ
る
が
、
壊
船
以
外
に
も
損
壊
し
て
い
な
い
堅

「
就
地
饗
債
」
、

市昌
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固
な
漂
流
船
で
も
二
・
三
反
帆
の
狭
小
な
小
型
の
船
隻
は
遠
途
航
海
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
の
理
由
で
愛
賀
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
威
豊

二
年
五
月
に
山
東
省
海
陽
懸
に
漂
着
し
た
張
石
嶺
等
六
人
は
衝
礁
損
壊
し
た
漂
流
船
の
船
板
や
梅
枝
に
す
が
り
漂
着
し
て
い
る
が
、

(
臼
)

や
楊
枝
ま
で
繁
買
の
封
象
に
な
っ
て
お
り
、
張
石
嶺
等
は
饗
債
銀
五
雨
七
銭

一
分
四
輩
を
牧
領
し
て
い
る
。

そ
の
船
板

漂
流
船
及
び
そ
の
随
帯
貨
物
は
た
と
え
船
が
座
礁
し
沈
失
・
漂
散
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
買
却
で
き
る
も
の
は
饗
賀
さ
れ
た
。
沿
海
の
住
民

が
そ
れ
を
勝
手
に
掛
揮
し
て
持
ち
蹄
る
と
「
洋
人
の
財
物
の
奪
捨
行
信
用
」
と
み
な
さ
れ
庭
罰
の
封
象
と
な
る
ケ
1
ス
も
あ
る
。
乾
隆
五
十
一
年

八
月
に
一
幅
建
省
長
楽
豚
に
漂
着
し
座
礁
し
た
嘗
開
等
二
十
五
人
の
案
件
で
は
船
板
や
米
を
掛
挫
し
て
持
ち
去
っ
た
居
民
二
十
二
人
が
掌
獲
さ
れ

(

日

)

「杖

一
百
徒
三
年
」

等
の
刑
罰
を
受
け
て
い
る
。

「
杖
一
百
流
二
千
里
」

漂
流
者
の
随
帯
貨
物
は
験
明
後
、
混
牧
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
漂
流
民
に

「護
還
」
さ
れ
る
が
、
中
園
か
ら
の
持
ち
出
し
が
禁
止
さ
れ
て
い
た

違
禁
物
品
は
、
た
と
え
漂
流
民
が
随
幣
貨
物
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
も
常
回
婦
園
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
中
園
圏
内
に
お
け
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る
愛
買
が
強
制
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
乾
隆
三
十
五
年
七
月
に
新
江
省
太
卒
豚
に
漂
着
し
た
嘉
数
船
(
食
崇
道
等
十
九
人
)
で
は
随
幣
貨
物
の
鋼

銭

・
餓
鍋
が
、

ま
た
乾
隆
五
十
八
年
七
月
に
鎮
海
豚
に
漂
着
し
た
比
嘉
船
(
比
嘉
等
九
人
)
で
は
牛
角
二
個

(
第
債
銭

一一一

O
文
)
が
強
制
的
に
愛

(
日
〉

貰
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
通
常
、

出
演
買
は
漂
流
民
も
し
く
は
琉
球
館
側
の
要
請
で
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
全
て
が
要
請
通
り
に
愛
買
で
き
る
わ
け
で

も
な
か
っ
た
。
嘉
慶
十
六
年
に
一
帽
州
府
間
安
鎮
に
漂
着
し
た
漁
民
大
城
等
八
人
の
「
連
縛
濁
木
小
船
」
四
隻
に
閲
し
て
は
、
琉
球
館
側
か
ら
愛

(
閉
山
〉

買
の
要
請
が
出
て
い
た
が
、
第
買
で
き
ず
三
隻
は
焼
化
昆
分
さ
れ
、
残
る

一
隻
は
接
貢
船
で
帯
回
し
て
い

る。

さ
て
饗
買
の
方
法
で
あ
る
が
、
撫
値
の

一
環
と
し
て
漂
着
地
で
は
知
鯨
が
漂
流
者
に
代
わ
っ
て
お
こ
な
う
ケ
l
ス
が
多
い
。
一
繭
州
で
お
こ
な

わ
れ
る
場
合
は
琉
球
館
の
存
留
通
事
が
開
興
し
、
漂
流
者
の
一
意
一
志
に
よ
る
勝
手
な
貰
却
は
許
さ
れ
な
い
。
乾
隆
五
十
一
年
十
月
に
一
隅
建
省
長
楽

鯨
に
漂
着
し
た
輿
那
園
船
(
登
皇
城
等
十
九
人
)
の
事
例
で
は
、
漂
流
船
の
損
壊
が
ひ
ど
く
「
柴
料
」
と
し
て
解
瞳
し
蟹
賀
さ
れ
る

こ
と
に
な

り

存
留
通
事
鄭
章
観
、

土
通
事
鄭
埋

・
寝間陸、

地
保
呉
志
春
の
立
ち
禽
い
の
も
と
で
「
承
買
人
」
萎
文
観

・
鄭
佳
佳
に
十
六
雨
で
買
却
さ

(

日

)

土
通
事
・
承
買
人
の
「
甘
結
」
が
一
隅
防
同
知
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
山
陽
西
表
船
の
よ
う

れ

存
留
逼
事
鄭
章
翻
か
ら

「
領
朕
甘
結
」
、



に
随
帯
貨
物
を
漂
着
地
で
第
買
せ
ず
、
一
隅
州
ま
で
運
び
帯
回
開
園
す
る
事
例
も
少
な
く
な
い
。
山
陽
西
表
船
と
同
時
期
の
漂
流
船
で
は
贋
東
省

(

回

〉

香
山
間
併
に
漂
着
し
た
腕
支
宮
良
船
、
大
城
船
が
船
の
「
就
地
饗
貰
」
を
し
て
い
る
。

5 

護

迭

山
陽
西
表
船
は
潮
陽
鯨
に
約
コ
一
ヶ
月
滞
在
し
た
後
、
乾
隆
二
十
五
年
四
月
五
日
に
替
船
に
護
迭
さ
れ
て
一
隅
州
に
向
け
潮
陽
鯨
を
出
航
し
、
五

月
六
日
に
一
幅
建
聞
江
の
亭
頭
に
到
着
し
て
い
る
。
漂
流
者
は
漂
着
後
、
逼
常
漂
流
船
が
航
海
に
堪
え
う
る
と
判
断
さ
れ
る
と
山
陽
西
表
船
の
よ

う
に
替
船
を
波
捜
し
て
一
隅
建
ま
で
謹
選
さ
れ
る
。
原
船
を
漂
失
し
た
り
慶
賀
し
た
り
し
た
際
は
雇
船
で
水
路
を
選
ぶ
場
合
も
あ
る
が
、
陸
路
で

の
一
帽
州
護
、
迭
の
ケ
l
ス
が
多
い
。
嘉
慶
十
五
年
七
月
に
江
蘇
省
に
漂
着
し
た
日
本
人
の
漂
流
船
は
薩
州
に
漂
着
し
た
琉
球
人
漂
流
民
大
城
之
親

雲

上

を

附

搭

し

た

稀

な

例

で

あ

る

が

、

大

城

之

親

雲

上

は

陸

路

一

隅

州

へ

護

、

迭

さ

れ

る

と

い

日
本
人
漂
流
者
二
十
六
人
は
漸
江
省
の
乍
浦
へ
、

(
印
〉

ぅ
、
同
一
船
に
よ
る
漂
着
に
閲
し
て
も
園
別
に
よ
る
分
別
護
迭
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
琉
球
漂
流
民
の
迭
還
に
閲
し
て
は
、
漂
着
地
か
ら
一
幅

-101ー

州
へ
の
護
迭
そ
し
て
一
隅
州
か
ら
の
開
園
が
迭
還
睡
眠
制
の
中
で
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
準
じ
て
慮
理
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
漂
流
民
側

に
お
い
て
も
進
貢
貿
易
が
展
開
さ
れ
て
い
る
一
帽
州
へ
行
け
ば
蹄
園
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
共
通
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
一
幅
州
へ
の
護
迭
を
懇
求

(

臼

)

す
る
ケ
l
ス
が
多
い
。

総
督
・
巡
撫
は
「
蓮
風
難
民
」
漂
着
の
一
報
を
受
け
る
と
直
ち
に
布
政
使
に
撫
佃
を
命
じ
る
。
沿
途
各
豚
・
沿
海
水
師
各
替
に
は
漂
流
者
の

「
接
護
」
の
指
示
が
出
さ
れ
、
水
路
や
漂
流
船
の
護
迭
に
お
い
て
は
沿
海
の
各
管
鯨
を
経
由
し
口
糧
銀
米
の
給
震
を
受
け
な
が
ら
一
隅
州
に
還
り

届
け
ら
れ
、
陸
路
の
コ

l
ス
で
は
騨
姑
や
公
所
が
利
用
さ
れ
る
ケ
l
ス
が
多
い
。
ま
た
蓋
湾
へ
の
漂
着
民
に
つ
い
て
は
、
乾
隆
十
一
年
一
月
に

(
位
)

彰
化
鯨
に
漂
着
し
た
多
良
開
親
雲
上
等
四
十
人
が
蓋
防
聴
に
迭
ら
れ
一
商
船
に
託
さ
れ
て
度
門
に
護
迭
さ
れ
た
よ
う
に
、
蓋
湾
か
ら
の
護
迭
は
清

代
初
期
に
南
部
の
鹿
耳
門
か
ら
慶
門
の
み
の
迭
還
ル
l
ト
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
乾
隆
後
期
以
降
特
に
嘉
慶
期
に
入
る
と
北
部
の
八
皇
室
や

途
中
病
故
者
が
出
る
と
、

519 

艦
脚
か
ら
知
江
ハ
一
隅
建
省
青
田
燃
の
外
港
)
に
謹
選
さ
れ
、

陸
路
で
一
踊
州
に
向
か
う
ケ
l
ス
も
増
え
る
。

一
踊
州
ま
で
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「
屍
棺
」
を
運
び
埋
葬
し
た
例
外
的
な
措
置
も
散
見
す
る
が
、
現
地
で
棺
会
を
賜
い
埋
葬
標
記
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
山
陽
西
表
船
で

(

臼

)

は
贋
東
と
一
帽
建
で
病
故
者
を
出
し
、

棺
会
を
賜
い
現
地
で
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。

6 

撫
値
銀
雨
と
賞
賛
品
目

漂
流
民
に
射
す
る
撫
値
は
沿
海
各
省
の
地
方
官
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
地
方
で
撫
佃
を
統
轄
す
る
の
は
上
述
し
た
よ
う
に
線
督
・
巡

撫
で
あ
っ
た
。
停
泊
中
の
撫
値
に
閲
し
て
、
山
東
省
で
各
自
一
日
口
糧
銀
五
分
、
江
南
省
で
口
糧
米
一
升
・
盟
菜
銀
六
輩
、
新
江
省
で
口
糧
米

一
升
・
瞳
菜
銀
三
分
、
一
帽
建
省
で
口
糧
米
一
升
・
盟
菜
銀
六
輩
、
庚
東
省
で
口
糧
米
一
升
・
盟
菜
銀
一
分
と
規
定
さ
れ
、
均
一
化
さ
れ
た
も
の

(

臼

)

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
各
省
で
衣
類
や
必
需
品
が
「
賞
給
」
さ
れ
て
い
る
。
『
戸
部
則
例
』
に
は
断
江
省
で
の
支
給
規
程
が
詳
細
に
示
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
春
秋
に
綿
布
杉
一
件
・
綿
布
袴
一
保
、
夏
に
苧
布
杉
一
件
・
苧
布
袴
一
候
、
多
に
艶
帽
一
頂
或
い
は
衰
頭
布
、
綿
襖
一

(
白
山
〉

件
、
綿
袴
一
一
係
、
巌
多
に
は
綿
撃
衣
一
件
・
綿
蛙
一
隻
と
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
「
賞
給
」
は
必
要
に
麿
じ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
、
必
ず
し

も

そ

の

規

程

に

準

じ

て

全

て

支

給

さ

れ

る

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

停

泊

の

日

に

各

自

毎

日

「

口

糧

米
」
一
升
、
「
盟
菜
銀
」
六
輩
、
開
園
に
際
し
て
「
行
糧
」
一
ヶ
月
、
さ
ら
に
「
加
賞
」
と
し
て
布
四
疋
、
綿
花
四
斤
、
茶
葉
・
生
畑
・
灰
麺

各
一
斤
、
四
十
人
毎
に
猪
二
口
、
羊
二
牽
、
酒
二
埋
、
四
十
人
に
満
た
な
い
場
合
は
猪
一
口
、
羊
一
牽
、
酒
一
埋
、
人
数
が
少
な
い
場
合
、
各

(

印

)

自
猪
肉
・
羊
内
・
酒
各
四
斤
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
帽
建
省
に
閲
し
て
は
『
戸
部
則
例
』
で

-102ー

『
則
例
』
で
「
停
泊
の
日
」
と
あ
る
の
は
漂
流
民
が
一
隅
州
琉
球
館
に
到
着
安
頓
す
る
「
安

挿
之
日
」
を
指
す
。
漂
流
者
が
小
人
数
の
場
合
、
猪
肉
・
羊
『
肉
・
酒
が
各
四
斤
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
乾
隆
十
五
年
が
初
見
で
、
蓋

(
町
山
〉

湾
に
漂
着
し
た
慶
留
開
等
漂
流
民
は
四
人
と
人
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
布
政
使
か
ら
巡
撫
・
締
督
へ
減
額
の
要
請
が
出
て
い
る
。
一
隅
建
に

お
け
る
定
例
化
の
、
過
程
は
こ
う
し
た
撫
佃
虚
理
が
前
例
と
し
て
成
例
化
し
た
も
の
が
多
く
、
明
代
の
撫
値
を
大
方
繕
承
し
『
戸
部
則
例
』
に
規

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
定
例
化
す
る
の
は
乾
隆
期
で
あ
る
。
な
お
、
布
・
綿
花
・
茶
葉
・
生
畑
・
茨
麺
・
猪
・
羊
・
酒
等
の
「
加
賞
」
は
、
乾

隆
二
十
二
年
に
新
江
省
寧
海
燃
に
漂
着
し
た
山
城
等
五
人
に
射
し
て
新
江
省
で
各
自
綿
被
一
張
・
綿
襖
一
件
・
杉
一
件
・
袴
一
件
と
い
っ
た
十



(

印

山

)

分
な
賞
賛
品
の
「
賞
給
」
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
隅
建
省
で
は
給
設
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
前
例
と
な
り
、
乾
隆
二
十
四
年
の
全
任

之
・
照
屋
等
の
撫
値
に
闘
し
で
は
布
政
使
か
ら
線
督
・
巡
撫
に
「
加
賞
」
の
停
止
を
請
う
詳
文
が
提
出
さ
れ
、
以
後
一
隅
建
省
に
お
い
て
は
他
省

で
賞
賛
品
が
「
賞
給
」
さ
れ
て
い
な
い
場
合
或
い
は
十
分
な
「
賞
給
」
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
以
外
は
、
原
則
と
し
て
「
加
賞
」

(

的

)

は
お
こ
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
定
例
化
し
て
い
る
。
山
陽
西
表
等
も
贋
東
で
そ
う
し
た
賞
賛
ロ
聞
の
「
賞
給
」
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
一
隅
建

で
の
「
加
賞
」
は
給
獲
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
乾
隆
三
十
七
年
十
月
に
蓋
湾
か
ら
一
隅
州
に
護
、
4

恋
さ
れ
て
き
た
嘗
開
仁
也
等
百
十
四
人
の
漂
流
者
の
中
に
は
「
番
一
重
」
「
番
女
乳
子
」
が

含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
百
十
四
人
と
い
っ
た
清
代
最
も
多
い
琉
球
漂
流
民
の
撫
慨
は
財
政
的
な
負
措
も
重
く
、
幼
児
に
劃
す
る
撫
岨
に
闘
し

(

河

)

て
布
政
使
か
ら
綿
督
・
巡
撫
に
大
人
の
「
折
牟
(
半
分
)
」
を
給
興
す
る
こ
と
が
提
議
さ
れ
、
そ
の
通
り
に
慮
理
さ
れ
て
い
る
。
一
幅
建
に
お
け
る

口
糧
米

・
行
糧
・
加
賞
等
は
「
折
債
銀
」
で
給
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
際
米
一
升
は
「
折
債
銀
」
八
輩
七
竃
に
換
算
さ
れ
、
「
加
賞
」
に

(

冗

)

つ
い
て
も
折
債
規
定
が
詳
細
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。
山
陽
西
表
等
に
封
し
で
も
こ
の
「
折
債
銀
」
で
支
給
さ
れ
て
い
る
。
『
戸
部
則
例
』
に
は

山
東
省
・
江
南
省
・
漸
江
省
・
一
踊
建
省
・
贋
東
省
に
お
け
る
護
途
中
の
口
糧
米
等
の
撫
個
に
劃
す
る
規
定
は
な
い
が
、
一
隅
建
省
か
ら
赴
京
回
園

〈

η
)

す
る
朝
鮮
園
漂
流
民
の
撫
値
口
糧
米
に
閲
し
て
「
毎
名
目
に
米
捌
合
参
勾
を
給
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
移
動
中
の
撫
価
は
「
停
泊
の
日
」
と
は

異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
撫
値
は
中
園
へ
の
外
園
人
漂
流
民
全
瞳
に
及
ぶ
も
の
で
琉
球
漂
流
民
の
み
が
享
受
し
た
わ

け
で
は
な
い
。

-103ー

7 

迭

還

清
代
の
琉
球
漂
流
民
の
迭
還
に
閲
し
て
は
、
乾
隆
二
十
五
年
の
迭
還
事
例
の
よ
う
な
漂
着
船
や
接
貢
船
に
よ
る
迭
還
以
外
に
、
進
貢
船
・
護

遺
船
・
謝
恩
船
・
準
香
船
・
租
雇
商
船
に
よ
る
、遺
還
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

山
陽
西
表
船
は
修
船
終
了
後
、
山
陽
西
表
等
の
随
幣
貨
物
以
外
に
接
貢
船
か
ら
の
匪
載
貨
物
が
接
貢
船
貨
物
の
清
茄
か
ら
外
さ
れ
積
み
込
ま

521 
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(

乃

)

れ
、
八
月
九
日
に
は
蹄
園
者
全
員
の
「
登
舟
」
を
終
え
蹄
園
の
鐙
勢
を
整
え
て
い
る
。
乾
隆
二
十
六
年
七
月
に
漸
江
省
卒
湖
鯨
に
漂
着
し
た
大

(

江

)

商
船
の
よ
う
に
漂
流
民
が
、
碗
・
糖
・
線
香
等
の
粗
重
貨
物
を
購
入
し
匡
載
貨
物
と
し
て
装
載
し
て
揖開園
し
た
事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
極
め

て
特
殊
な
事
例
で
、
こ
う
し
た
漂
流
民
が
粗
重
貨
物
を
購
入
す
る
事
例
は
以
後
迭
還
の
際
の
前
例
と
し
て
定
着
せ
ず
、
漂
流
に
乗
じ
た
交
易
行

痛
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
山
陽
西
表
船
に
は
山
陽
西
表
等
三
十
五
人
以
外
に
庚
東
省
香
山
鯨
か
ら
護
迭
さ
れ
て
き
た
腕
支
宮
良
等
四
十
六

人
内
の
二
十
八
人
と
「
引
導
回
園
役
」
二
人
が
乗
り
込
ん
で
い
る
。
通
常
こ
う
し
た
跨
園
者
の
配
船
及
び
障
帯
貨
物

-
E載
貨
物
の
装
載
に
開

し
て
は
、
存
留
通
事
に
よ
っ
て
一
幅
防
同
知
に
清
加
を
添
え
て
一果
文
で
の
伺
い
が
な
さ
れ
、
一
隅
防
同
知
が
布
政
使
に
封
虚
す
べ
き
措
置
を
詳
文
で

提
議
し
、
さ
ら
に
布
政
使
が
迭
還
に
闘
す
る
前
例
を
参
照
し
て
総
督
・
巡
撫
に
そ
の
措
置
を
報
告
し
て
鹿
理
さ
れ
る
。
撫
仙
の
一
環
と
し
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
漂
流
民
に
針
す
る
口
糧
米
・
盟
菜
銀
の
給
設
は
琉
球
館
到
着
の
「
安
挿
の
日
」
か
ら
は
じ
ま
り
「
登
舟
の
日
」
で
打
ち
切
ら

れ
る
。
漂
流
民
に
は
「
登
舟
」
に
際
し
て
一
ヶ
月
の
行
糧
が
輿
え
ら
れ
る
が
、
乾
隆
二
十
四
年
に
江
蘇
省
崇
明
鯨
に
漂
着
し
た
知
太
峯
等
五
人

(

万

)

に
射
す
る
行
糧
の
内
詩
が
毎
人
口
糧
米
三
斗
p

盟
菜
銀

一
銭
八
分
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
糧
は
滞
在
中
に
支
給
さ
れ
た
口
糧
米
と
盟
楽

銀
の
一
ヶ
月
分
に
相
躍
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
行
糧
は
撫
値
の
一
環
で
漂
流
民
の
み
に
支
給
さ
れ
、

(

符

〉

に
は
支
給
さ
れ
な
い
。

「
引
導
回
園
役
」
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山
陽
西
表
等
で
は
前
進
貢
京
回
都
通
事
眼
伴
張
能
勝
と
前
接
貢
水
梢
安
次
嶺
の
二
人
が
「
引
導
回
園
役
」
の
任
務
を
帯
び
て
乗
船
し
て
い
る

が
、
清
代
を
通
じ
て
迭
還
に
関
す
る
報
告
文
書
の
中
で
は
「
引
導
回
園
役
」
と
し
て
進
貢
或
い
は
接
貢
船
の
「
水
橋
二
人
」
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
例
が
多
い
。
「
水
梢
」
の
中
の
一
人
は
「
讃
書
習
膿
」
を
目
的
と
し
、
そ
れ
と
卒
行
し
て
地
理
・
暦
法
・
加
封
躍
法
・
大
清
律
例
・
醤
皐
・

(

竹

川

)

産
業
技
術
等
の
習
得
・
同
学
習
を
し
て
い
た
「
勤
皐
人
」
で
あ
っ
た
。
一
幅
州
滞
在
中
は
存
留
逼
事
が
地
方
官
街
と
の
接
舗
を
し
て
レ
た
が
、
登
舟

後
は
こ
う
し
た
中
園
側
に
は
「
水
梢
」
(
或
い
は
限
伴
〉
と
稽
し
て
一
隅
州
に
滞
在
し
て
い
た

「動
向学人
」
が
通
事
の
任
務
を
お
び
て
い
る
。
山
陽

西
表
船
で
は
前
進
貢
京
回
都
通
事
の
張
能
勝
が
こ
の
通
事
の
任
務
を
措
っ
て
い
る
。
八
月
九
日
に
登
舟
を
終
え
た
山
陽
西
表
船
は
、
綿
督
・
巡

撫
の
「
遁
護
団
園
」
の
批
示
を
得
て
、
八
月
二
十
七
日
に
闘
安
鎮
で
附
搭
人
員
・
貨
物
の
験
明
を
受
け
、
そ
の
後
兵
船
に
護
、
逸
さ
れ
て
漸
江
省



温
州
中
管
三
盤
洋
面
ま
で
北
上
し
風
待
ち
を
し
て
、
十
一
月
十
七
日
に
全
任
之
・
照
屋
等
の
新
造
船
と
共
に
出
洋
す
る
ま
で
に
寅
に

=τ
月
以

上
の
日
時
を
費
や
し
て
い
る
。
そ
の
聞
の
地
方
官
街
及
び
護
送
す
る
兵
船
等
と
の
一
切
の
接
績
は
乗
船
通
事
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

綿
督

・
巡
撫
の
遣
護
団
園
の
批
示
が
出
る
と
、
布
政
使
は
琉
球
園
王
宛
の
漂
流
民
の
撫
値
・
迭
、
還
の
経
緯
を
示
す
杏
文
を
蹄
園
船
に
託
す

が
、
こ
れ
に
劃
し
て
琉
球
園
王
か
ら
は
鯖
園
の
報
告
と
撫
岨
へ
の
謝
意
を
示
す
謝
容
を
迭
る
こ
と
が
迭
還
鐙
制
に
お
け
る
文
書
の
牧
護
シ
ス
ア

ム
の
中
で
定
例
化
し
て
い
た
。
こ
の
文
書
が
届
か
ず
前
述
の
山
陽
西
表
船
の
事
例
の
よ
う
に
探
聞
の
答
文
が
届
け
ら
れ
る
と
、
布
政
使
は
即
ち

に
巡
撫

・
総
督
に
そ
の
旨
報
告
し
、
巡
撫
・
線
督
は
沿
海
各
省
の
督
撫
雨
院
へ
移
容
し
山
陽
西
表
船
の
再
漂
着
に
闘
す
る
確
認
を
と
る
。
そ
し

て
沿
海
各
府
鯨
へ
は
漂
流
民
の
「
挨
査
」
が
命
じ
ら
れ
る
。
最
終
的
に
山
陽
西
表
船
に
閲
し
て
は
、
乾
隆
二
十
七
年
十
月
十
五
日
附
け
で
琉
球

園
王
向
穆
か
ら
山
陽
西
表
等
が
前
年
十
月
に
鯖
園
し
た
こ
と
を
報
ず
る
謝
容
が
、
乾
隆
二
十
七
年
の
進
貢
正
使
馬
園
器
・
副
使
梁
埋
に
託
さ
れ

一
隅
建
布
政
使
司
に
届
け
ら
れ
て
レ
る
。
こ
の
琉
球
球
園
王
か
ら
の
苔
覆
は
一
隅
建
に
お
け
る
一
連
の
迭
還
慮
理
の
終
了
を
意
味
し
た
。

結

論
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清
代
の
琉
球
漂
流
民
に
劃
す
る
撫
値
及
び
迭
還
方
法
は
明
代
の
、
途
還
シ
ス
テ
ム
を
纏
承
し
、
園
家
的
な
保
護
と
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
種
々

漂
流
の
撫
値
慮
理
を
積
み
重
ね
る
中
で
盟
系
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。

乾
隆
二
年
の
上
識
は
琉
球
漂
流
民
の
み
な
ら
ず
、
外
園
人
漂
流
民
全
世
に
劃
す
る
清
朝
の
撫
値
措
置
の
先
例
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
中
で
撫
価
に
存
公
銀
の
使
用
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
地
方
で
は
「
恩
賞
備
公
款
」
の
項
目
で
撫
他
銀
南
を
支
出
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

財
源
の
確
保
は
迭
還
佳
制
シ
ス
テ
ム
を
確
立
さ
せ
る
契
機
と
な
り
、
嘉
慶
以
降
の
『
貫
録
』
の
内
容
が
全
て
「
琉
球
園
遭
風
難
夷
を
撫
卸
(
他
)

(

刊

叩

)

す
る
こ
と
例
の
如
し
」
と
簡
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
乾
隆
期
に
か
な
り
定
例
化
し
た
迭
還
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
な
さ
れ

て
い
る
。

523 

漂
流
民
に
謝
す
る
賓
質
的
な
撫
佃
・
迭
還
は
地
方
官
レ
ベ
ル
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
特
に
こ
の
乾
隆
二
年
の
上
訴
以
降
、
迭
還
瞳
制
は
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園
家
的
な
保
護
・
管
理
の
下
で
鐙
系
的
な
シ
ス
テ
ム
整
備
が
謹
ん
で
い
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
山
陽
西
表
船
の
漂
着
事
例
は
そ
う
し
た
整
備
が
準
め
ら
れ
て
い
る
過
渡
期
の
事
例
で
、
例
え
ば
文
書
の
牧
震
過
程
で
み

て
み
る
と
、
乾
隆
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日
附
け
で
淑
江
省
台
州
府
臨
海
豚
か
ら
全
任
之
等
四
十
一

人
の
撫
仰
を
逼
知
し
琉
球
園
王
に
開
園
期

(

乃

)

日
の
苔
覆
を
請
う
苔
文
が
迭
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
文
書
の
護
迭
は
迭
還
シ
ス
テ
ム
の
文
書
牧
護
過
程
で
定
例
化
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た

山
陽
西
表
船
の
「
護
迭
来
闇
」
の
情
由
に
閲
し
て
一
隅
州
賂
軍
社
園
肯
が
花
名
年
歳
・
貨
物
の
「
清
船
」
を
附
し
て
具
奏
し
て
い
る
が
、
以
後
一
帽

州
賂
軍
は
兎
税
措
置
の
具
奏
、
こ
う
し
た
安
頓
撫
値
の
事
宜
は
督
撫
街
門
が
統
轄
具
奏
す
る
こ
と
で
定
例
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期

の
行
政
文
書
の
牧
護
シ
ス
テ
ム
に
閲
し
て
は
ま
だ
櫨
系
的
な
確
立
は
み
な
い
が
、

、遺
還
鐙
制
下
の
撫
値
の
内
容
お
よ
び
指
示
系
統
に
閲
し
て

は
、
そ
の
後
の
嘉
慶
・
遁
光
と
ほ
ぼ
差
異
は
な
い
こ
と
か
ら
、

か
な
り
基
盤
的
な
整
備
が
整
い
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

漂
流
は
ほ
と
ん
ど
が
暴
風
と
い
っ
た
突
渡
的
な
自
然
現
象
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
が
、
島
興
園
家
で
あ
る
琉
球
で
は
島
崎
明
聞
を
多
く
の

町
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船
」
や
「
地
船
」

が
往
復
し
て
お
り
、
漂
流
に
よ
る
中
闇
へ
の
漂
着
は
嘗
然
珠
測
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
薩
摩
藩
の
琉
球
支
配
に
絡
む
隠
蔽
政

王
府
は
そ
の
封
躍
に
も
苦
慮
し
て
い
た
。
山
陽
西
表
船
の
漂
着
は
、
そ
う
し
た
複
雑
な
琉
球
の
歴
史
的
背
景

策
の
種
々
令
達
と
あ
い
ま
っ
て
、

を
象
徴
す
る
事
例
で
も
あ
る
。

清
代
の
琉
球
漂
流
民
選
還
笹
制
に
つ
い
て
は
、
一
帽
建
布
政
使
司
か
ら
各
漂
流
民
の
撫
価
に
闘
し
て
迭
ら
れ
て
く
る
苔
文
や
、
慮
理
に
あ
た
っ

た
存
留
遁
事
や
漂
流
民
の
も
た
ら
す
情
報
で
、
王
府
は
そ
の
シ
ス
テ
ム
盟
系
を
詳
細
に
把
握
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
情
報
は
王
府
の
中
植
に
留

ま
る
こ
と
な
く
、
存
留
通
事
が
携
帯
し
て
い
た
準
貢
・
漂
流
等
の
公
務
慮
理
に
関
す
る
文
例
集
『
呈
一
果
文
集
』
の
存
在
、
そ
し
て
中
園
漂
着
時

に
お
け
る
食
糧
補
給
・
修
船
・
治
療
・
病
故
埋
葬
・
一
帽
州
へ
の
護
迭
と
い
っ
た
緊
念
に
封
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
届
書
や
願
書
の
書
式
文
例

(

舶

)

集
『
漢
文
』
を
八
重
山
下
級
士
族
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
琉
球
漂
流
民
の
迭
還
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
貫
く
琉

球
側
に
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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註(

1

)

西
里
喜
行
「
清
代
光
緒
年
間
の
〈
琉
球
園
難
民
〉
漂
着
事
件
に
つ
い

て
」
(
『
第
二
回
琉
球
・
中
園
交
渉
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文

集
』
沖
縄
問
脚
立
聞
書
館
、
一
九
九
五
年
)
八
九
頁
。

(

2

)

琉
球
漂
流
民
に
関
す
る
檎
案
に
関
し
て
は
中
圏
第
一
一
歴
史
槌
案
館
縞

『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
選
編
』
(
一
九
九
一
-
一
年
〉
『
清
代
中
琉
関
係
楢

案
績
編
』
(
一
九
九
四
年
)
『
清
代
中
琉
関
係
捲
案
一
一
一
編
』
(
一
九
九

六
年
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
『
清
代
中
琉
関
係
構
案
選
編
』
に
は
宮

中
珠
批
奏
沼
・
軍
機
庭
録
副
奏
摺
が
、
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
績
編
』

に
は
内
閣
題
本
が
、
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
三
編
』
に
は
雄
部
・
戸

部
・
兵
部
等
か
ら
稽
察
房
へ
の
移
曾
等
の
檎
案
史
料
が
牧
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
楢
案
類
を
利
用
し
た
琉
球
漂
流
民
に
関
す
る
研
究
は
西

里
喜
行
氏
の
論
文
以
外
に
、
朱
淑
媛
「
清
代
琉
球
圏
難
民
救
助
考
」

(
『
歴
代
賓
案
研
究
』
六
・
七
合
併
説
、
一
九
九
六
年
三
月
)
と
楊
彦

茶
「
清
代
憂
湾
撫
他
琉
球
遭
風
難
民
的
案
例
分
析
」
(
『
第
七
居
中
琉

歴
史
関
係
園
際
皐
術
曾
議
論
文
集
』
一
九
九
九
年
十
二
月
刊
行
議
定
)

等
が
あ
る
。
ま
た
清
代
の
琉
球
漂
流
民
迭
還
鐙
制
の
全
僅
像
を
概
観
し

う
る
論
考
と
し
て
渡
渥
美
季
「
清
代
中
園
に
お
け
る
漂
着
民
の
庭
置
と

琉
球
」
(
未
刊
)
が
あ
る
。

(

3

)

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
(
東
京
大
皐
出
版
曾
、
一
九

八
八
年
)

一
四
八
頁
。

(

4

)

『
中
山
世
譜
』
(
『
琉
球
史
料
叢
書
』
第
四
、
井
上
書
房
、
一
九
六

二
年
)
一

O
七
J
八
頁
。

(
5
〉
『
歴
代
賓
案
』
(
沖
縄
豚
立
園
書
館
史
料
編
集
室
校
訂
本
〈
以
下
校

訂
本
と
略
す
〉
、
一
九
九
二
年
)
第
一
郎
、
五
九
一
一
具
。

(

6

)

同
右
、
二
六
七
頁
、
六
四
五
頁
。

〈
7
)

東
大
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
『
欽
定
戸
部
則
例
』
(
江
蘇
省
布
政
司
街

門
磁
版
、
乾
隆
四
十
八
年
刊
)
巻
一
百
十
五
、
錫
郎
。

〈
8
〉
『
歴
代
賓
案
』
(
校
訂
本
、
一
九
九
三
年
)
第
三
筋
、
四
五
六

1
七

頁。

(
9
〉
『
歴
代
賓
案
』
(
校
訂
本
、
一
九
九
三
年
〉
第
四
如
、
九
頁
。

(
印
〉
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
選
編
』
一

J
一一頁。

〈
ロ
〉
『
乾
隆
朝
上
一
議
楢
』
(
中
圏
第
一
一
歴
史
楢
案
館
、
一
九
九
一
年
〉
一
一

二
二
頁
。
華
北
故
宮
博
物
院
枚
磁
「
乾
隆
朝
起
居
註
瑚
」
乾
隆
二
年
間

九
月
十
五
日
。

(
ロ
)
「
薩
州
船
清
園
漂
流
談
」
(
『
江
戸
漂
流
記
線
集
』
第
一
巻
、
日
本

評
論
社
、
一
九
九
二
年
〉
二

O
九
l
一
二
頁
。

(
お
)
同
右
、
一
一
一
一
頁
。
相
田
洋
「
近
世
漂
流
民
と
中
園
」
(
旦
踊
岡
敬

育
大
祭
紀
要
』
第
一
一
一
一
説
、
一
九
八
一
年
〉
参
照
。

(
日
)
紙
屋
敦
之
『
幕
藩
制
園
家
の
琉
球
支
配
』
(
校
倉
書
房
、
一
九
九
O

年
)
二
六
二
頁
。

(
日
)
沖
縄
豚
立
園
書
館
枚
蔵
「
放
行
心
得
之
燦
々
」
。

(
日
)
「
唐
漂
着
船
心
得
」
(
『
那
覇
市
史
資
料
編
』
資
料
篇
第
一
巻
の
二
、

一
九
七

O
年
、
六
J
七
頁
)
。

〈
げ
)
小
林
茂
文
「
漂
流
と
日
本
人
」
(
『
漂
流
と
漂
着

・
徳
索
引
』
小
皐

館
、
一
九
九
三
年
〉
一
四
三
頁
。

〈
時
〉
『
清
代
中
琉
関
係
機
案
績
編
』
四
六
一
頁
、
四
七
八
頁
。
『
清
代
中

琉
関
係
機
案
選
縞
』
七
二
J
一
一
一
一
貝
。
『
歴
代
賓
案
』
(
筆
潟
大
祭
本
〈
以

下
重
大
本
と
略
す
〉
、
一
九
七
二
年
〉
第
五
加
、
二
九
九
四
頁
。
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(
M
M
)

『
清
代
中
琉
関
係
構
案
績
編
』
四
七
五
J
七
頁
。

楢
案
選
編
』
六
七
頁
、
七
三
頁
。

(
初
)
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
綴
編
』
四
七
七
頁。

『
歴
代
資
案
』
(
憂
大

本
)
第
五
加
、
二
九
八
九
J
二
九
九

O
頁
。
『
中
山
世
譜
』
一
五

O

頁
。

(
幻
〉
『
清
代
中
琉
関
係
檎
案
績
編
』
四
六

0
1
一
一
良
、
四
七
八
J
九
頁
。

『
清
代
中
琉
関
係
機
案
選
編
』
七
五
頁
。

(
間
以
)
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
績
編
』
四
八
二
J
t
三
頁
。
『
清
代
中
琉
関
係

橋
案
選
編
』
八
二
頁
。

(
お
)
『
滑
代
中
琉
関
係
構
案
績
編
』
四
九

O
頁
。
『
清
代
中
琉
関
係
機
案

選
編
』
八
二
J
五
頁
。
『
路
代
費
案
』
(
華
大
本
〉
第
五
加
、
=
一

O
一

九
頁
。

(
担
)
『
歴
代
賓
案
』
(
護
大
本
)
第
五
加
、
三

O
七
二
一
貝
。

(
お
)
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
選
縞
』
七
二
一
貝
。

(
お
)
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
選
編
』
七
一
一
J
一
一
一
頁
。
『
歴
代
費
案
』
(
蓋

大
本
)
第
五
加
、
二
九
九
四
頁
。

(
幻
〉
『
清
代
中
琉
関
係
槍
案
績
編
』
四
八

0
1
一
頁
。
『
歴
代
賓
案
』

(
華
大
本
)
第
五
加
、
二
九
九
四
頁
。

(
お
)
『
歴
代
資
案
』
(
重
大
本
)
第
五
加
、
二
九
九
四
J
五
頁
。

(

m

m

)

同
右
。
『
清
代
中
琉
関
係
槍
案
績
編
』
四
七
八
頁
、
四
八

0
1
一

頁。

(
初
〉
『
清
代
中
琉
関
係
構
案
選
編
』
八
二
頁
。

(
況
)
同
右
。

(
担
〉
『
清
代
中
琉
関
係
槍
案
選
編
』
七
三
頁
。

(
お
)
『
清
代
中
琉
関
係
構
案
選
縞
』
一
四
六
頁
。

『
清
代
中
琉
関
係

(
卸
)
華
北
故
宮
博
物
院
牧
蕨
「
軍
機
庭
録
副
奏
摺
」
登
録
線
競

O
O
-
O
一

七
五
。

(
お
)
摩
載
貨
物
は
進
貢
船
・
接
貢
船
等
か
ら
波
接
さ
れ
る
「
引
導
田
園

役
」
の
水
檎
等
が
一
隅
州
に
お
け
る
開
館
貿
易
で
置
買
し
た
貨
物
と
い
う

名
義
で
漂
流
船
に
搬
入
さ
れ
る
。
道
光
七
年
の
糸
数
等
(
十
三
人
)
の

漂
流
船
に
は
座
載
貨
物
と
し
て
「
夜
苓
・
桂
皮
・
甘
草
・
大
賞
・
茶

葉
・
蘇
木
・
雨
傘
・
粗
碗
・
盤
礁
・
茶
酒
杯
」
等
が
搬
入
さ
れ
て
い
る

(
『
歴
代
賓
案
』
(
肇
大
本
)
第
十
周
、
六

O
三
O
頁)。

(
お
)
『
清
代
中
琉
関
係
橋
案
選
編
』
七
九
J
八
O
頁。

(
幻
)
『
歴
代
賓
案
』
(
蔓
大
本
〉
第
五
班
、
三

O
二一
J
一一一頁。

(
犯
)
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
選
編
』
八
五
頁
。

(
鈎
)
『
歴
代
賓
案
』
(
墓
大
本
〉
第
五
加
、
三

O
一
九
J
二
O
頁。

(
必
)
同
右
、
三

O
二
七
頁
。

(

4

)

同
右
、
三

O
七
二
頁
。

(
円
以
〉
池
野
茂
『
琉
球
山
原
船
水
運
の
展
開
』
(
ロ
マ
ン
書
房
、
一
九
九
四

年
〉
一
二
五
頁
。

(
円
相
)
『
歴
代
賓
案
』
(
憂
大
本
)
第
五
加
、
二
九
九
四
頁
。

(
必
)
同
右
。

(
必
)
『
清
代
中
琉
関
係
機
案
選
編
』
一
頁
。

(
M
W
)

『
福
建
省
例
』
(
蓋
湾
文
献
叢
刊
一
九
九
種
、
肇
海
銀
行
経
済
研
究

室
、
一
九
六
四
年
〉
第
八
加
、
一

O
八
八
J
九
頁
。
『
歴
代
賓
案
』

(
牽
大
本
)
第
九
加
、
五
一
二
四
頁
。

(

U

)

沖
縄
豚
立
博
物
館
枚
競
『
呈
菓
文
集
』
は
道
光
六
年
に
存
留
通
事
と

し
て
一
隅
州
に
航
し
た
梁
必
達
が
携
帯
し
て
い
た
と
さ
れ
る
進
貢
・
漂
流

等
の
公
務
露
理
に
関
す
る
官
街
へ
提
出
し
た
文
書
の
漢
文
文
例
集
。
中
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圏
第
一
楢
案
館
牧
蔵
「
檀
科
史
書
」
(
福
建
巡
撫
趨
園
麟
題
本
、
落
正

八
年
十
二
月
十
九
日
附
〉
に
佐
和
田
等
十
八
人
に
封
す
る
謬
訊
の
事
例

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
誇
訊
は
土
通
事
鄭
任
鐸
と
存
留
通
事
金
痛
が
曾

同
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
。

(
必
〉
『
歴
代
賓
案
』
(
蔓
大
本
〉
第
一
五
加
、
二
九
九
四
頁
。

(
必
)
『
清
代
中
琉
関
係
構
案
績
編
』
四
八

O
J
一一
貝。

(
印
)
『
清
代
中
琉
関
係
機
案
選
編
』
八
二
頁
。

(
日
)
前
掲
『
乾
隆
朝
上
議
槍
』
、
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
臼
)
『
歴
代
賓
案
』
(
蓋
大
本
)
第
六
朋
、
一
一
一
一
一
九
一
頁
。

(
臼
〉
同
右
、
三
三

O
八
頁
。

(

M

)

『
歴
代
賓
案
』
(
肇
大
本
)
第
十
四
加
、
八

O
二
J
二一具。

(
日
〉
『
清
代
中
琉
関
係
機
案
三
編
』
(
乾
隆
五
十

一
年
十
一
月
二
十
一
日

附
、
兵
部
か
ら
稽
察
房
へ
の
移
曾
〉
一
九
五
頁
。
『
歴
代
賓
案
』
(
蓋

大
本
)
第
六
加
、

三
六
八
三
J
九

O
頁。

(
日
)
『
清
代
中
琉
関
係
構
案
選
編
』
二
一
二
頁
。
『
歴
代
賓
案
』
(
蔓
大

本
)
第
七
節
、
四

O
O三
頁
。

〈
閉
山
)
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
選
編
』
四
四
五
J
六
頁
。
『
中
山
世
譜
』
一
一

O
四
頁
。

(
四
巴
『
歴
代
賓
案
』
(
蔓
大
本
)
第
七
加
、
三
七
八
三
J
四
頁
。

(
回
)
『
清
代
中
琉
関
係
機
案
選
編
』
七
五
頁
、
八
四
頁
。

(
印
〉
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
選
編
』
四
一
一
一

J
一一一貝。

(
臼
〉
石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
枚
磁

「竹
原
家
文
書
」
。

(
臼
〉
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
選
編
』
一
五
頁
。

(
臼
)
『
歴
代
資
案
』
(
塞
大
本
)
第
五
加
、
二
九
九
四
頁
、
三

O
O
二

頁。

(
山
田
〉
前
掲
『
欽
定
戸
部
則
例
』
径
一
百
十
五
、
錨
郎
。

〈
臼
〉
同
右
。

(
侃
)
同
右
。

(
m
山
)
『
歴
代
寅
案
』
(
重
大
本
〉
第
五
加
、
二
五
八
六
頁
。

(
伺
)
同
右
、
二
八
九
九
頁
、
『
清
代
中
琉
関
係
機
案
績
編
』
四
七
六
頁
。

(
印
)
同
右
、
二
九
九
四
J
五
頁
。

(
河
)
『
清
代
中
琉
関
係
機
案
選
編
』

一
四
七

J
八
頁
。
『
歴
代
賓
案
』

(
墓
大
本
)
第
六
加
、
三
=
二
八
頁
。

(
礼
)
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
績
編
』
四
七
八
頁
。

(
η
)

前
掲
『
欽
定
戸
部
則
例
』
巻

一
百
十
五
、
錫
郎
。

(
乃
)
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
績
編
』
四
八
二
頁。

(
九
)
『
歴
代
賓
案
』
(
華
大
本
)
第
五
加
、
三

O
三
八
頁
。

(
市
〉
『
清
代
中
琉
関
係
楢
案
績
編
』
四
三
五
頁
。

(
m
m

〉
『
歴
代
賓
案
』
(
墓
大
本
〉
第
六
加
、
三
三

O
O頁。

(
け
)
深
耳
障
秋
人
「
琉
球
使
節
に
お
け
る
動
皐
人
」
(
『
栃
木
史
皐
』
第
十

二
説
、
一
九
九
八
年
三
月
)
六
八
J
九
頁
。

(
沌
)
『
仁
宗
貫
録
』
巻
四
、
嘉
慶
元
年
四
月
己
丑
。

(
乃
)
『
歴
代
賓
案
』
(
華
大
本
)
第
五
加
、
二
九
九
八
頁
。

(
加
〉
『
漢
文
』
に
は
周
書
や
願
書
の
書
式
を
漢
文
で
示
し
た
文
例
に
綬
け

て
、
王
府
が
令
達
し
た
「
放
行
心
得
之
燦
々
」
の
回
答
の
漢
文
誇
を
載

せ
て
い
る
(
竹
原
孫
恭
『
域
開
船
中
園
漂
流
顛
末
』
一
九
八
二
年
、
二

一
四
頁
〉
。
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KｏｏｌｉＪａｉ which is ａ part of the Manchu translation of the み,z一功i金史

(History of the Jin Dynasty).　And the other, titled ＮｅｎｅｆｉｅＧＥＮＧＧＩ-

ＹＥＮ Ｈａｎ ｉ ＳａｉれＹａｈｕha　ＫｏｏｌｉｕheパＪｕｘｖａｎ ＮａｄａｎＬ）ehtelin(the good

deeds of the former brilliant khan, in totally seventeen articles), contains

the documents about the legend of the Qing founding and the Ninggun

Mafa六胆, the siχ ancestors of the Qing dynasty, as well as the records of

Nurhaci (the founder of Aisin Gurun and the first khan of the Qing) by

the year of 1584 in the pre-khan era.　　It corresponds to chapter (juan) 1

and the first article of chapter 2 of the Ｍａｎｚhoｕ一功心満洲寅録｡

　　

This paper ｅχamines the latter archives, which was dated to the years

of Tiancong天聴(from 1627 to the eleventh day of the fourth month of

1636) in previous studies, and concludes that it should be dated to the years

of Chongde 崇徳(from the twelfth day of the fourth month of 1636 to

1643). In this Manchu archives, we can find the new details of Ninggun

Mafa, Nurhaci and other historical events in the Nurhaci's pre-khan era

which have never been known before. So according to this entirely new

knowledge, the early Qing history, especially in the Nurhaci's prｅ･khan

period can be reconstructed more completely.

RYUKYU REFUGEE REPATRIATION SYSTEM OF

THE QING DYNASTY-A CASE STUDY OF THE

“SANYOU IRIOMOTE ＳＥＮ”SHIPWRECK IN 1760―

　　　　　　　　　　　　　　　

Akamine Mamoru

　　

The shipwrecked Ryukyu refugee repatriation system of the Qing

dynasty was fundamentally based on that of the Ming dynasty, and was

further developed into ａ structured national security system.

　　

Almost all the provinces along the coast of China encountered the

incidences that shipwrecked Ryukyu refugees drifted ashore.　Among these

provinces, Zhe-jiang浙江and Fu-jian頴建received the largest number of

Ryukyu refugees; and next to them were Jiang-su 江蘇, Shan-dong山東

and Guang-dong 廣東.

　　

Ａ ship called “Sanyou Iriomote Ｓｅｎ”drifted on to the shore of Guang-
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clong province in January of the 25 th year of Qian-long 乾隆.　Among the

records documenting the accommodation and repatriation system in the

Qing dynasty, the ones concerning the “Sanyou Iriomote” Sen are the

most detailed｡

　　

This essay investigates the repatriation and consolation system of

Ryukyu refugee under the Qing　dynasty　by　referring to the “Sanyou

Iriomote Ｓｅｎ”shipwreck and other cases of consoling drifting ships in the

same period. It particularly ｅχamines the content of this system and the

related administrative documentation and distribution processes during the

Qian-long Era.

　

THE CHAIYAO 差楊ＡＮＤQING-MIAO HUI 青苗會IN

THE NORTHERN CHINA DURING THE QING: A CASE

OF SHUN-TIAN ＦＵ順天府,BAO-DI XIAN mS.m SINCE

　　　　　　　　

THE YEARS OF JIAQING 嘉慶

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Oda Noriko

　　

It was the common practice that local governments collected tａχes

from the peasants in rural society under the name　of the duty of long

distance relay in case　ofbudget shortage in the northern China.　The

expenses, levied from rural society due to budget shortage were called

chaiyao.

　

Chaiyao

　

was an important source for local budget which was

unfleχible,but from the peasant's standpoint, it was ａ serious pressure on

them as it was levied irregularly as the local government's pleases.

　　

To cope with the heavy payment of chaiyao, the peasants joined the

rural organizations like che hui 車會and qing-miao hui. Before the years

of Jiaqing and Daoguang道光, leading members in the village paid theｅχ.

penses assigned by local governments.　Under this way of levying chaiyao,

they formed che hui in order to collectthe chaiyao money. In the years of

Ｔｏｎｚhi同治,the way of levying chaiyao on ａland basis became common

in rural society･The chaiyao °oney was collectedas part of the qing-miao

money･ and became p゛t of the activitiesof qing-miao hui. The increase

of chaiyao which had been startedclearly from the Jiaqing years brought
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